




〈論文〉

ルターにおける教義と霊性の問題

金 子　晴 勇

はじめに

ルターの中心的教義は信仰義認論である。この義認論は人間の道徳的な営みの上に確

立されたのではなく，神の上からの働きにを受容することよってのみ成立すると説かれ

た。したがって神と人との関係を上・下の関係で表現すると，「下から上へ」ではなく，

反対に「上から下へ」の方向で義認論が形成された。この方向は extra nosによって言
い表され，ルター神学の第 1の特質がこれによって示される。とはいえこの義認論が同
時に「信仰のみによる」（sola fide）という原理に立つところに第 2の特質があって，神
の義認行為がどのように受容されるかという問題だけでなく，人間が信仰によって罪を

次第に克服していって，人間として完成されるという聖化や神化の問題にも繋がる。

この第 1の特質は「法廷的な無罪判決」という「宣義」に求められるが，すでにこの
点と第 2の特質である信仰の受容性については論じたので＊ 1，今日は第三の人間の改造

および聖化の問題を霊性との関連で考察してみたい。

この信仰の改造や聖化という特質は信仰義認のうちにすでに内蔵されており，神の義

認判断の力は，同時に義を実現する力をもたらす，と理解された。つまり人間が義をそ

の生活で実現するように，神は自己の義を人間に授ける。この神の義認は洗礼において

始まり，死と復活において完成される。したがってルターはこの義を宣言する〔無罪放

免という法廷的な〕判断の中に「……であるかのように」との単なる仮定的な義を把握

してはいなかった。もしそうなら，その隠れ蓑のもとに，人間が試練に見舞われること

なく，現に彼がある通りの罪人にとどまることになってしまう＊ 2。

ところで宗教改革の初めからこの問題はカトリックの側から追及されており，その最

初の問題提起が『ラトムス駁論』でなされた。
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（1）『ラトムス論駁』（1521） における思想世界

オランダやベルギーの低地地方ではルターは当初エラスムスの仲間と思われていたの

で，エラスムスに対する敵意からルターに対する反撃が起こってきた。なかでもラトム

スは『ルーヴァン大学の神学者たちによる兄弟マルティン・ルターの教義条項に対する

弾劾の根拠』（1521）＊ 3でルターを激しく攻撃した。この書は 1521年 5月 26日にヴァ
ルトブルクに滞在していたルターのもとに届いた。ここでラトムスはルターにおける神

学上の「断罪された三つの命題」を初期のルターの討論集から取りあげた＊ 4。それに対

してルターの激しい反論がこれに加えられた。

この書においてルターはその宗教思想の内的構造を神と良心の関係においてきわめて

明瞭に提示した。この構造の中に教義と霊性との関連が明らかになる。その際，「霊性」

の代わりの「良心」の概念が使われた。霊性と良心はともに「神の前」（coram Deo; 
vor Gott）での自己意識として概念内容が一致する。
ところで，神と良心を縦軸として考えるなら次のような関係構造が見い出される。

ルターの思想世界は見たところ二元的構成からなるが，神自身と神の啓示とを分けて，

荘厳のうちに隠れたる神を加えるならば，次元はさらに増加する。神の啓示のレベル

は超越的なものであり，恩恵と怒りが，「外的な善」と「外的な悪」との対照において，

人間の内なる信仰と罪が「内的な善」と「内的な悪」との対照においてそれぞれ示され

る。これらの関連について『ラトムス論駁』（1521年）では次のように説明された。
「信仰は賜物であり，罪に対立する内的な善であり，罪を清める。それは福音書で

（神自身） 

隠れたる神

 （神の啓示）＝（教義） （霊性作用）   （霊）

神の恩恵＝ 福音

「外的な善」キリスト 

 信仰  生

「内的な善」

「外的な悪」　サタン

神の怒り＝ 律法

「内的な悪」

 罪  死

良心
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は三サトンの粉の下に全く隠されているパン種である（マタ 13・33参照）。それ
に対し神の恩恵は外的な善，神の好意，怒りの反対である。これらの二つはロー

マ書第 5章（15節）で〈一人の人の罪過によって多くの人が死ぬことになったと
したら，ましてや神の恩恵と一人の人イエス・キリストの恩恵における賜物は，

多くに人たちに満ちあふれる〉とあるように，区別される」（WA., 8. 106, 
20-25）。

このテキストに明白に表現されているように対立している対
つい

の関係は三種類ある。す

なわち，神の恩恵と怒り，福音と律法，信仰と罪が対をなす。律法と福音は人間に向け

られた神の意志の表明（＝契約）である。このキリスト教の教義の中心概念をルターは

同書において次のように関係づけている。「聖書はわたしたちの罪を二つの方法で扱っ

ている。一つは神の律法により，他は神の福音によってである。このことはわたしたち

が罪から解放されるため，わたしたちを救うために秩序づけた神の二つの契約である」

（ibid.,103, 35-37）と。こうして第一の律法により罪が認識され，神の怒りの下に呪わ
れ，死すべき存在であることが自覚され，第二の福音により救済される。しかも，この

ことは良心の生と死にかかわって生起する。

「この恩恵は真に心の平和を生じさせるので，人間はその壊敗から癒され，恵み深

い神をもっていると感じるようになる。これは骨を太らせ，良心に喜び，安心，大

胆不敵さを授け，すべてを大胆になし，すべてをなすことができ，この神の恩恵に

対する信頼にうちに死をもあざ笑うようになる」（ibid.,106, 11-15）。
怒りと恩恵は「より大きなもの」であり，これが下位に立つ人間の良心に働きかけ，

死と生の経験を生じさる。

（2）恩恵と賜物との関係

このような構造のなかで「恩恵と賜物」との関係は「外－内」の関係にあるばかりか，

外延関係でも表明されて，それが分離の関係ではなく，内属関係にあることが示される。

ルターはまず「恩恵における賜物」（donum in gratia）を問題にし，「使徒は一人の人の
恩恵における賜物（donum in gratia）をキリストに対する信仰（fides Christi）と呼ぶ
（彼はこの信仰をさらに頻繁に賜物と呼ぶ）。それはキリストの恩恵を通してわたしたち

に与えられているから」という。さらに恩恵と賜物との関係をヨハネ福音書の「わた
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したちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から，恩恵の上に（pro gratiam）さらに
恩恵を（gratiam）受けた」（同 1・16）を引用して，「恩恵の上にさらに恩恵を」とあ
る意味は，「どんな恩恵を，どんな恩恵の上になのか。それによって神がキリストに好

意をもつ〈キリストの恩恵の上に〉（pro gratia Christi），神がわたしたちに好意をもつ
ために，さらに〈わたしたちの恩恵を〉（gratiam nostram）なのである」（WA 8, 106, 
33-34）と言う。この「わたしたちの恩恵」＝「わたしたちに授けられた恩恵」という
のが「賜物」であり，「神はその諸々の賜物において分散的（diversus）であり，多様
（multiformis）である」（ibid., 107, 8）。なぜなら神の義認によって「確かに人〔格〕の
全体が好ましいがゆえに，恩恵には〔それが敵対すべき〕罪はないが，賜物にはそれが

清め，克服すべき罪がある。こういう仕方で罪を清めるために労苦する賜物によるので

ないなら，人〔格〕は喜ばれないし，恩恵をもてない」（ibid.,34-35）と言われる。そ
うすると各人に授けられる賜物によって初めて各人が罪を清める「聖化」が問題にされ

ることになる。

（3）スコラ神学の批判

ルターにとって信仰義認は神の行為であって，人間の行為には依存しない。したがっ

て義認は「魂の性質」とは関係がないので，義認には功績となるような聖化は最初から

排除される。では義認後ではどうであろうか＊ 5。

　「魂の性質」に立つトマス神学の批判　これに反して義認はトマス・アクイナスでは

「魂の性質」と関係して説かれた＊ 6。トマスが活躍した 13世紀以来ヨーロッパの思想を
支配してきた倫理思想はアリストテレスの倫理学であり，ルターの時代もそうであった。

この倫理学の特質は「形成倫理学」にあって，人間の本性に萌芽的に含まれている善い

性質を開発し，形成していくことを倫理の目的とする。その際，良い性格の形成が強調

される。なぜなら「習慣」（エトス）によって「性格」（エートス）が形成され，そこか

ら「倫理学」（エティケー）が説かれたからである。トマス・アクイナスはこのアリス

トテレスの説にしたがって神学的倫理学を確立し，恩恵と習性との関係について次のよ

うに言う。

　「そういうわけで聖霊の恩恵は内的な習性としてわたしたちに注がれ，わたしたちが

正しく行動するように心を変えるがゆえに，恩恵に一致することをわたしたちは自由に
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行なうようになり，また恩恵に反するものを避けるようになる」＊ 7。

このような義の習性が注入されるのは義認と同時であり，習性によって聖化が実現す

る。それに対してルターは「魂の性質」ではなく，「神の好意」である恩恵から「賜物」

である「信仰」が付与されると説いた。この「好意」という恩恵は，神から人間に授け

られる「実体やその性質」ではなく，「親切や善意」という主体的意志にほかならない。

この観点からトマスに従うスコラ神学の批判が次のように始まる。

「ここでわたしは，当然そうあるべきように，恩恵（gratia）を，最近の著者たちが
教えているように，魂の性質（qualitas animi）としてではなく，神の好意（favor 
dei）として厳密に解釈する。またこの恩恵は真に心の平和を生じさせるので，人
間はその壊敗から癒され，恵み深い神をもっていると感じるようになる。……それ

ゆえ〔神の〕怒りが罪の壊敗よりも大きいように，恩恵は，わたしたちが信仰に由

来すると語った，義の健康よりも大きい」（ibid., 106, 10-17）。
残された現実の罪　では，信仰義認によっても残された現実の罪はどのように解消

されるのか。ルターは義認のもとにある罪の現実を『ローマ書講義』におけると同様

に＊ 8，『ラトムス駁論』でもサマリヤ人によって救われた「半死半生の人」として問題

にする。

「サマリヤ人によって介護された半死半生の人のたとえ話が，完全にかつ真っ先に，

このことに関係している。この人は直ちに癒されたのでなく，癒されるために直ち

に庇護されたが，律法に仕えるレビ人や祭司らは彼を見ていながら助けなかった。

律法は（わたしが述べたように）罪を認識させるが，キリストこそ信仰によって癒

し，神の恩恵に連れ戻すのである。この点に関してヨハネは〈体を洗った人は全身

が清い〉（ヨハ 13・10），つまり恩恵によって清いが，罪の残滓である足が洗われ
るのは活動する信仰によるのである」（ibid., 109, 27-33）。

このように罪の残滓は信仰である賜物によって清められる。それゆえ聖化は信仰に

よって興り，そしてこの信仰とはキリストと一つになる運動である。信仰者は道徳的な

清さを求めてさまよわないで，神は「キリストに寄りすがるように欲せられた」と彼は

言う。

キリストとの一体化　ここにはキリストと一体となる信仰が神秘主義的な表現によっ

て次のように語られる。

「そうではなくわたしたちが日ごとにキリストに内に拉っし去られ（rapere），受け
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取ったもので終わらずに，キリストへと完全に改造されること（in Christum plane 
transformari）を神は欲したもう。というのはキリストの義は確実であり，永続的
であるから。……キリストはわたしたちを彼の内に連れ帰り，改造し，神の怒りが

去るまで隠すかのようにかくまいたもう。……信仰はキリストの御翼の下に隠す

〔がゆえに〕，彼の義を誇る信仰だけで充分である。……こうして遂に信仰はあなた

をひよことなし，キリストを雌鳥となして，キリストの御翼のもとにあなたが希

望を懐くようになす。……見よ，この信仰が神の賜物であり，この賜物は神の恩恵

をわたしたちに獲得し，罪を清め，わたしたちを救い，かつ，確かにする」（ibid., 
111, 33-112, 13）。

このテキストの中にある「キリストに内に拉っし去られる」（rapi in illum=Christum）
という表現は「離脱・脱自・拉致」（excessus, exstasis, raptus）という神秘的経
験の三段階の最終段階を言い表す。この「拉致」という「上からの力」によってキ

リストとの一体化が実現する。続いて「キリストへと完全に改造されること」（in 
Christum plane transformari）が説かれる。これは一般には同じく神秘主義の用語
である「キリストとの同形化」（conformitas Christi）として語られる事態であって，
人間に与えられた「神の像」（imago Dei）が実質的に罪の状態から改造され，「神の
似姿」（similitudo Dei）として完成されることを意味する。しかし，これは現世に
生きる限り，願望の対象であって，神の像の完成は希望の内に置かれる。このような

神秘的表現はルターの霊性思想によって正しく解釈されなければならない。そのため

にはまず「生活の変化と改造」の内実について考察しなければならないが，同時にそ

れは「聖化」（sanctificatio）や「神化」（deificatio, Vergottung）の問題ともなって
くる＊ 9。

（4）生活の変化と改造は「聖化」や「神化」であるのか

ルターは『ラトムス駁論』で福音書が説く「悔い改めよ，天国は近づいたから」（マ

タ 3・2）という言葉にある悔い改めは「生活の変化」であるという。つまり悔い改め
とは，「信仰が罪を清め，赦しを授ける恩恵が実現するように，神の国の支配下に入る

ように，生活を変えること（mutare vitam）以外の何ものでもない。というのは，もし
罪が清められ，外面的な行為がねつ造されないなら，ヨハネはこれらのことを〔悔い
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改めに〕ふさわしい実りと呼んでいるから（マタイ 3・8）。これはパン種と三サトンの
粉のたとえ話に，これより適切なものがないほど見事に，一致している（同 13・33）」
（ibid.,109,21-25）。この生活の変化は生き方の転換であって，先に述べた思想世界は二
元的な対立から解放され，恩恵のもとに賜物としての信仰が残存する罪を駆逐するよう

になる。

ラトムスがルターを批判した問題には「残存する罪」があった。義認論に対して

カトリックからの批判はここに向けられていた。これに対しルターはキリスト者は恩

恵の中に置かれているがゆえに，罪によってもはや支配されず，ただ罪に同意しない

ことが必要であると説き，「ラトムスがわめき散らすように，彼らが罪を犯さないか

ら，もしくは良いわざの中には罪がないから，彼らは何も断罪を受けないのではない」

（ibid.,114,32-33）と言う。この主張の根拠が次のように二つ挙げられる。
（1）「第一の根拠はキリスト自身が神を宥める供え物である（ロマ 3・25）。……いか
なる人の信仰も，キリストご自身の義によって支えられ，その庇護のもとに保たれな

いでは，存続できない。……信仰は，キリストの恩恵から自分が引き離されることを

許さず，その人が神の恩恵のうちにあることをそれ〔信仰〕が知っているお方にのみ

信頼する。キリストは断罪され得ないし，彼に身を投げかける人も断罪され得ない」

（ibid.,114,18-24）。
ここに信仰がキリストを捉えるばかりか，キリストとの関係にとどまり続けるとあ

るように，キリストとの一体性にとどまることによって，生活の転換が現実に起こって

くる。

（2）「第二の根拠は賜物を受容して，肉にしたがって歩まず，罪にも従わないことであ
る。だが第二の根拠が何らかのものであっても，第一の根拠が主要であり，きわめて堅

固なものであって，力において先行する。なぜならこういう仕方でキリストの内にある

人たちと神は契約を結んだからである。そのため彼らが自己自身および自己の罪と戦う

ならば，何ら断罪を受けることはないであろう」（ibid.,114, 28-32）。
ここに罪を駆逐する聖化の出発が与えられる。このような説明によって，外的な善と

しての恩恵と内的な善としての信仰とが，分けられながらも密接に関係するものとして

説かれている点が判明する。

次に信仰による生活の変化と改造の内実が「聖化」や ｢神化」となるかを問題にする。

カトリック教会の「聖化の神学」はルターの信仰義認論には聖化がない点を批判した。
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法廷的な認定では義人は道徳的に善人とはならないので，倫理への道がふさがれ，義

認は受け身的で怠慢な人によってのみ受容されると批判された＊ 10。これに対し「神化」

（deificatio）が認められると最近主張されるようになった。確かにルターが初期の『第
一回詩編講義』以来ディオニシオス・アレオパギテースの神秘神学の影響を受けており，

さらにタウラーや『ドイツ神学』の神化思想に影響されたことは認められなければなら

ない＊ 11。

このような神化の思想が一時的であるがルターに流入したのに，この思想はやがて説

かれなくなり，それに代わってシュタウピッツやベルナールの「花嫁神秘主義」が『第

一回詩編講義』から始まって，『ローマ書講義』や『キリスト者の自由』さらに『マグ

ニフカト』を経て『詩編四五の講解』に至るまで彼の中で成長し続けた＊ 12。このこと

はこれまで知られていなかったが，看過されてはならない重大な意味をもっている。

神化の神秘主義と花嫁神秘主義　それでは神化の神秘主義と花嫁神秘主義の相違点は

どこに求められるか。アンダーヒルは名著『神秘主義』の中で神秘的合一をめざす神秘

主義の類型に「神化」と「霊的結婚」との二種類の神秘主義があると説く＊ 13。この二

類型の相違は超越的・形而上的神秘主義と個人的・人格的神秘主義の相違に求めること

ができる。

第一の類型は「絶対者」を非人格的で超越的なものとみなす形而上的神秘主義であっ

て，「絶対者」への最終的到達を「神化」や自我の神への完全な没入として説く。

第二の類型は個人的，人格的交わりにおいて神との関係を深めていく神秘主義である。

この交わりの達成は魂と神との霊的結婚として把握される＊ 14。

この二類型の相違は「形而上学的思弁もしくは観想」と「人格的な交わりもしくは情

愛」の相違となり，前者が神と人との形而上学的な考察に向かうのに対し，後者は神と

人との間に成立する授受の人格的関係の考察に向かう。

ところでルターの経験した神 （Deus absolutus, Deus ipse,maiestas divinae）は形而上
学的な考察の対象であって，こうした始源的な体験のゆえに，彼はディオニシオスの形

而上学的な神秘神学や「神化」の思想に接近したが，その神学の思弁的特質のゆえにこ

れを拒絶し，花嫁神秘主義が積極的に受容された。ここには霊性を理解する上で重要な

契機が認められる。

さらにルターは聖化の基礎にあるカトリックの神学のアリストテレス主義に対し最初

期以来批判し続け，これとは基本的に相違する立場に立っている点も重要である。そこ
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でアリストテレスの倫理学がどのように批判されたかを次に考察してみたい。

（5）スコラ神学の形成倫理とルターの霊性倫理

ルターは初期の討論集に明瞭にその痕跡をとどめているように，アリストテレスの形

而上学を一貫して批判してきた。それによって判明することは彼がスコラ神学の聖化の

倫理と全く相違する立場に立っていることである。一般的に言って倫理学は他者との間

柄をいかに生きるべきかという規範の学として成立する。ではルターとスコラ神学との

倫理学における相違とは何か。

スコラ神学の「聖化」とアリストテレスの倫理学　先に問題にしたトマス・アクイ

ナスの学説が「魂の良い性質」の形成を目ざす倫理学であって，それは恩恵によって注

入された超自然的習性に基礎を置いていた。この習性が上から注がれる偶有的なもので

あっても，形相として存在することから功績となる行為が生じる，と説かれた＊ 15。こ

うしてわたしたちは反復した教育と実践によってこの能力を開発することができる。こ

のようなトマスの超自然的習性の理論はこの習性によって実現される超自然的行為が功

績となり永遠の生命が報われるという功績思想の基礎となった。ここには聖なるものの

人間化（＝神化）が倫理化されており，これによって超自然的なものがいわば合理化さ

れたことになる。彼らによると義認は同時に聖化をもたらし，魂の良い性質が聖霊の注

ぎによって生じ，人間は良い性質を獲得し，これにもとづいて良いわざは実行される。

ここから「聖化」（sanctificatio）の神学が説かれた。
ルターの義務と応答の倫理学　ルターは宣義の観点からこの成義と聖性の神学を批判

する。このことはルター自身がアリストテレスの形成倫理学とは原則的に相違する立場

に立っていたからではなかろうか。彼は初めから良心の人であった。彼は義務や責務を

中心に倫理を捉えている。義務倫理学はカントによって人間の行動を義務や責務の意識

にもとづいて基礎づけられた。義務は法に従うことを命じ，法によって行為が正しいか

どうかが判断される。このような義務に服する意志が「善い意志」であって，カントは

これを人間における「無制限に善とみとめうるもの」として説いた＊ 16。これは自然法

や実定法に服する市民社会にゆきわたっている倫理で，中世や近代都市に起こってきた

新しいタイプの倫理学である。

ルターは中世において説かれた愛の秩序を批判したとき，自己愛を土台とする倫理は
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決して隣人愛に至らないと主張した。彼は一方において人格が良くなければ善は生まれ

ないと説きながらも，他方において自己を否定しければ隣人愛は生じないと主張した。

したがって「人格が良くなければ」と説く人格形成にもとづく「形成倫理学」は彼に

とって半面の真理しでしかなかった。

ところでルターは義認に続いて倫理を説こうとするとき，自己の内に聖性を確立する

「聖化」を拒否して，『キリスト者の自由』の末尾で力説されたように，自分のことを顧

みないで他者に奉仕する倫理を説いた＊ 17。この奉仕の倫理は他者に応答する「応答的

な責任倫理」（マルティン・ブーバー）や具体的「状況」に対して「適切な愛」を説く

「状況倫理」（フレッチャー）と言えるであろう。

それゆえルターのいう「自分のことを顧みない」「自己からの自由」を授けられた人

は，その自由をもはや自己に向けないで，むしろそれを否定して，他者に向けざるをえ

なくなる。この他者への奉仕の中に霊的な信仰の本質がよくあらわれており，愛のわざ

に中に元来は人の目に見えない霊性が目に見えるようになる＊ 18。

ところで彼が重んじた価値は宗教的な「聖」価値であって，それは聖なる神との関係

においてのみ探究すべきであると考えられた。この聖なる価値は精神価値を超えており，

理性によっては理解されず，ただ霊性によってのみ感得される。それゆえ聖価値におい

てのみ「霊性倫理」は成立する。この倫理の内実は神への信仰と隣人への奉仕から成り

立っている。

この新しい霊性倫理の特質は喜んで隣人に奉仕するという基本姿勢にある。そのた

めには御言を聞いて信じる聴聞が「喜びをもたらし，義認問題でわたしたちが聖霊をと

おして実行するのは，このことだけである」＊ 19と言う。この聴聞は他者の言葉に耳を

傾ける「応答行為」であって，神の内住をも可能にする＊ 20。こうして神と隣人に全面

的に関与する生き方こそ新しい霊の姿である。それは聖化をも実現する。なぜなら，そ

こには聖霊の働きがあって，肉や身体を「聖化する」と説かれた。ルターは言う，「義

とされた者たちにおける新しい服従がわたしたちを聖化する聖霊（spiritus sanctificans 
nos）の中で日毎に心を強く大きくさせる。……御霊が身体の行動を治めるために前進
していって，本能的な欲望が追い出され，精神は忍耐とその他の道徳的徳に習熟するよ

うになる」＊ 21と。このようにルターは聖霊による肉や身体の聖化を常に説いた。した

がって義認後において彼は聖化を排除したのではなく，神の言葉の生命的な作用によっ

て聖化が実現すると説いたのである。
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ここで働いている霊性の作用は義認論で示された神の言葉に対する「感得機能」と

「受容機能」ではなく，他者（神と隣人）に積極的に関与する作用であって，基本的に

は他者に応答する「対話機能」であるといえよう。この機能は神と隣人に立ち向かう情

愛の機能にもとづいており，それはとりわけアウグスティヌスの「心の対向性」とパス

カルの「愛の情念」において強調された霊性機能であった＊ 22。

むすび

教義は神学者の理性的な考察によって可能なかぎり明晰に把握されなければならな

いとしても，霊性は元来「非明示的」な「暗示的」な作用に属すると言えよう。教理

は合理化されて伝達が可能となるが，霊性は伝達が困難であって，ただその機能，た

とえば感得機能を覚醒したり強化したりすることできるだけである。しかも，どのよ

うな宗教でも，現実には特定の文化形態をとって存在しているため，そこには教義が

やがては合理化され，固定化され，形骸化される運命を免れることができない。こう

して教義は儀式と同じく単なる宗教の外的形態となりやすいが，その出発点において

は新しい宗教体験と共に永遠者，聖なるもの，世界や人間について独自の教えを産み

出すことができる。その際，宗教の創始者や改革者に顕著に見られる霊性は言葉によっ

ては明確に説明して伝達することができないため，誤解されるばかりか，希薄化し，

隠蔽され，麻痺する結果を招きやすい。宗教改革の第二世代に属するヴァレンティン・

ヴァイゲル（Valentin Weigel, 1532-88）はルター派の牧師であったが，当時すでにメ
ランヒトンによって教義が固定されはじめたことを指摘し，若き時代のルターの霊性

に立ち帰るように説いてやまなかった。歴史の進展とともに宗教には広汎にわたる展

開と多様な思想的発展が起こるが，その根底にはいつも変わらず何らかの形で霊性が

作用している点が想起されなければならない。
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ルターとエラスムス
－聖書の明瞭性をめぐって

竹 原　創 一

序

ルターとエラスムスの関係は，ルターの『奴隷意志論（De servo arbitrio）』とエラス
ムスの『評論・自由意志論（Diatribe, De libero arbitrio）』の対決によって最も顕著に
示されている＊ 1。ただし対決の主題である自由意志論の議論以前に，両者は論拠となる

聖書について，とりわけ聖書の明瞭性について論じ合っている。ルターが，聖書はそれ

自身で明瞭であり，「聖書がそれ自身の解釈者である」と言うのに対し，エラスムスは，

聖書はそれ自身では不明瞭であり，聖書を理解するためにはキリスト教史上の諸解釈の

助けが必要であると言う。聖書の明瞭性に関するこの相違は，両者の論争の様々な局面

に現れ，両者の対立の根本をなしている。

その対立にもかかわらず実際には，両者共に聖書学者として聖書原典の研究を重んじ，

また教父はじめキリスト教史上の聖書解釈の伝統から学んでいる点では一致している。

したがって両者の聖書理解の原理が問題となる。ここでは，自由意志論争の中で浮かび

上がった両者の聖書理解の相違を解明し，キリスト教をその固有性において学問的に研

究するとはどうすることかを考察する。その際，両者における聖書とキリスト教史の関

係，およびそれに絡む霊的解釈と歴史学的・文献学的研究の関係が問題となる。

1．ルターの『書簡』（1516 年 10 月 19 日付，シュパラティン宛），エラス
ムスとの最初の対決＊ 2

1516年に出版されたエラスムスの『新約聖書』（Novum Instrumentum）と『パウ
ロのローマ書注解』に対し，ルターは次の二点を批判している。第一点は，ローマ書

でパウロが「信仰の義」と対置させた「行いの義」，「律法の義」，「自分の義」（ローマ

書 10章 3節）を，エラスムスが「祭儀的な義（ceremoniales）」に限定した点〔WABr 
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1,70,5f.〕，第二点は，パウロがローマ書 5章 12節で原罪について語っているのをエラ
スムスが認めない点である〔WABr 1,70,7f.〕。ルターはこの批判がシュパラティンをと
おしてエラスムスへ伝えられるよう当書簡で依頼している〔WABr 1,70,33f.〕。
ところでこの批判において，エラスムスの聖書理解の不十分さが，アウグスティヌ

スの著作，とりわけペラギウス論争書を十分読んでいないことに起因するとルターは

判断している〔WABr 1,70,8-11〕。彼自身もアウグスティヌスの『霊と文字について』
や『ユリアヌス駁論』などのペラギウス論争書に偶然出会ったことによって，聖書の霊

的意味に目が開かれ，聖書の文字的歴史的意味にとどまっているヒエロニュムスより

アウグスティヌスの方を高く評価するに至ったと当書簡で述べている〔WABr 1,70,17-
22〕。またアウグスティヌスの著作が静寂の中で学術的に意図されて書かれた作品でな
く，書簡がそうであるように，個々の具体的状況の中で必要に迫られて書かれたもので

あり，それによってかえって聖書に適合した解釈となっていると評価している〔WABr 
1,70,23f.〕。このようにルターが初期から聖書理解の仕方を教父から学んでいたことが
注目される。実際ヒエロニュムスもアウグスティヌスも聖書の翻訳や注解によって後

代へ大きな影響を及ぼした教父であった。そして教父が，先行する教父たちから思想

を継承する仕方で，聖書解釈の伝統を築いていることをルターは評価している〔WABr 
1,70,12-14〕。
次に，義の理解におけるアリストテレスの評価の点で，ルターは自分とエラスムスを

区別している。ルターはキリスト信仰の外で行われる義の行いを偽善とみなす。アリス

トテレスが言うように「義を行うことによって義とされる」のでなく，義とされて義を

行うのが，偽善に陥らない真の義であると言う。ルターはエラスムスにおいて，祭儀的

義だけが行いの義とみなされて，十戒を行う義が信仰の義とみなされている点を批判し

ている〔WABr 1,70,25-31〕。
またルターは聖書を文献学的に研究する人文主義者（リラ，シュタピュレンシス，

エラスムスら）の聖書注解から多く学びつつも，彼らの文字的理解を，「死せる理解

（mortua intelligentia）」と呼ぶ〔WABr 1,70,36〕＊ 3。しかしその文字的理解は，理解

者自身の生における実践によって，また他者の生への励起によって，霊的理解になると

言う〔WABr 1,70,40〕。
この初期の書簡において，すでに聖書理解におけるエラスムスとの相違が明示されて

いるが，ルター独自の「聖書のみ」という聖書原理はいまだ確立していなかったことが
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わかる。というのはこの書簡では，教父間の思想的継承に力点が置かれ，また教父の思

想によって聖書の霊的意味が導き出されるとみなされているからである。当書簡におけ

る聖書の明瞭性の理解と，後のルターの理解と比較するとき，彼自身の中に聖書理解に

関する進展があったことがうかがわれる。

2．ルターの『主張』（1520 年）における聖書の明瞭性

本書が書かれた 1520年時点ではルターはまだエラスムスとの対決の自覚はなく，た
だローマ教皇レオ 10世から断罪を受けた信仰箇条が聖書に照らして正当であることを
主張し，弁明しようとしている＊ 4。

1524年にエラスムスは本書の批判を意図して『評論・自由意志論』を著した。そ
こで批判された本書の問題点を拾い出そう。まず本書表題の「主張」の意味が問題

となる。ここでいう「主張」は，自分の考えを押し通すことでなく，キリスト教の

信仰箇条の根拠となる聖書の考えを提示することである。それゆえ最初ラテン語版

で『主張（Assertio）』と表題付けられた本書が，翌年のドイツ語版では『根拠と理由
（Grund und Ursach）』と表題が改められた。ドイツ語版序文で聖書を「根拠となる書
（grundliche schrift）」と呼び，「全箇条を根拠となる書によって論証しようと決心した」
〔WA 7,311,2f.〕と述べている。
　「主張」の原語 assertioは，古代社会で奴隷所有を宣言する際に用いられた。その動
詞 asserere（ad-serere）は，「そこへつなぐ」，「そこへ結び付ける」を意味する。パウ
ロが自らをキリストの奴隷として宣言したこととの関連で，ルターはこの「主張」とい

う語によって，信仰上の確かな立場をとることを表した。

次に，聖書と教父の関係が問題となる。『主張』の序文で，「いかなる聖なる教父の権

威によっても，その教父が聖書の判断によって確証されない限り，わたしは決して強制

されないことを欲する」〔WA 7,96,4-6〕と，教父に対する聖書の優位を主張する。ま
た，「聖書は自分の霊によって解釈されるべきでない」という命題が，「ローマ教皇のみ

に解釈の権限を認める」という教皇無謬説へ曲解されていることを批判している〔WA 
7,96,10-20〕。もし聖書が誰かある人自身の霊によって解釈されるべきでないなら，聖書
はだれかある教父によっても解釈されるべきでない。聖書はアウグスティヌスに従って

解釈されるべきでなく，逆にアウグスティヌスが聖書に従って解釈されるべきであると
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言われる。

また聖書がある人自身の霊によって解釈されるべきでないなら，アウグスティヌスは

いっそうある人自身の霊によって解釈されるべきでないと言われる。というのはある人

にとってアウグスティヌスは聖書よりいっそう解釈し難いからである。だれがアウグス

ティヌスを正しく解釈していることを確信できるか，と問われる〔WA 7,96,27〕。教父
は聖書よりさらに解釈が困難とみなされている。アウグスティヌスは聖書について解釈

しているのに，その源の聖書が看過されるなら，アウグスティヌスも理解されず，アウ

グスティヌスの解説者，たとえばトマスが必要とされ，さらにトマスの解説者も必要と

され，こうして無限に解説者が続くとされる〔WA 7,96,33f.〕。ここから聖書は解説者
の連鎖によって解釈されるのでなく，霊によって聖書が書かれた，その霊によって聖書

は解釈されるべきであると言われる〔WA 7,97,1f.〕。その霊はそれによって書かれた聖
書において最も現在的に，生き生きと見出されるので，結局聖書は聖書自身によって解

釈されるべきことになる。聖書の時代には，アウグスティヌスもトマスも読まれていな

かったゆえに，聖書だけが研究されることが許される。もし教父たちの発言の間に矛盾

があるなら，どの審判者によって判定されるかと問われ，ここでは審判者としての聖書

によって判定されなければならないと言われる。すなわち聖書はそれ自身で最も確実で，

最も理解し易く，最も明瞭で，それ自身の解釈者であり，すべてのうちですべてを試

し，判定し，照らすものであると言われる。「聖書はそれ自身の解釈者である（scriptura 
sacra sui ipsius interpres）」という命題は，ルターの聖書解釈原理を的確に表す標語と
して用いられる。ただしルターの聖書解釈の実例が示すとおり，それは教父や聖書文献

学者の聖書解釈を排除するものでなく，それを十分含むものである。「聖書のみ」を貫

きながら，キリスト教史上の様々な解釈を含むことがいかにして可能かは，『主張』後

に展開された，エラスムスとの論争において示されることになる。

3．�エラスムスの『評論・自由意志論』（1524 年）における聖書の不明瞭性

エラスムスは本書を，周囲からの要請を受けて，ルターへの批判書として著した

〔Ia1〕。批判の直接の対象は『主張』であった。エラスムスの批判はまず，神学の議論
においてルターが主張すること（asserere）へ向けられる。すなわちルターが書物の
表題とした「主張（assertio）」に対抗して，エラスムスは自らの書物の表題に「評論
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（diatribe sive collatio）」という語を付した。diatribeはギリシア語で「余暇を過ごすこ
と」を意味し，「気晴らし」や「娯楽」を意味しながら，「談話」や「議論」をも意味す

る。ただ厳密な議論ではなく「評論」と訳しうるものである。またラテン語の collatio
は con-ferre「一緒に持ち寄る」に由来し，諸々の意見を「一所に集めて」，「比較し」，
「一緒に論じる」ことを意味し，diatribeに並置しうるものである。エラスムスは自分
の書物の表題に「評論」という語を付すことによって，ルターの主張する立場から自分

をはっきり区別した。本書でエラスムスは，自分はできれば懐疑論者（sceptici）に与
したいと表明している。「わたしが主張を好まないことは，聖書の冒しがたい権威と教

会の諸教令に抵触さえしなければ，いつでも容易に懐疑論者の見解につこうと思ったほ

どである」〔Ia4〕と言う。その理由として，一つの意見にがんじがらめになって，それ
を主張する者は，すべての意見を自分の主張の方向へ捻じ曲げてしまい，中庸の精神を

失って，ただ争いを生じさせ，敬虔を促進するより，キリスト者の一致を損なうだけだ

からであると言う。それゆえエラスムスは本書では，判決を下す裁判官でなく討論者を

演じ，教義を教える教師でなく質問者を演じたいと言う〔Ia6, IV17〕。
主張を避ける理由として，エラスムスは聖書が不明瞭であることをあげる。ルターが

『主張』において，聖書が最も明瞭であると言っているのに対し，エラスムスは本書で

次のように反論する。「聖書のうちには，わたしたちがそのうちへ深く入ることを神が

欲せられない至聖所が存する。もしわたしたちが入り込もうとすれば，わたしたちが深

く入り込むにつれて，闇がますますわたしたちを包み，わたしたちはこのようにして神

のはかり知ることのできない荘厳さと，人間の精神の弱さを認識するに至るであろう」

〔Ia7〕。また「聖書には多くの人を困惑せしめるような箇所が多数含まれているのであっ
て，だれもかつてこの曖昧さを明らかに除去した者はいなかった。たとえば神におけ

る位格の区別，キリストにおける神性と人性の一致，赦されざる罪の問題などである」

〔Ia9〕と言う。
エラスムスがここにあげる聖書の不明瞭性の一つは，聖書が指し示す事柄の深遠さ

と，そこに至りえない人間の理解力の弱さに由来するものである。それゆえ聖書の正し

い理解のためには，人間の間で聖書の深遠な事柄に近づきうる権威が認められている者

たち，教父，教皇，公会議，大学，博士たちの聖書解釈が必要とされる。もし聖書が明

瞭なら，なぜ解釈者が必要かとエラスムスは問う〔Ib4〕。キリスト教史上における聖書
解釈の長い伝統と，なお続く解釈上の議論が，聖書の不明瞭性を示していると言う。エ
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ラスムスがあげるもう一つの聖書の不明瞭性は，道徳的観点から見た非一貫性，道徳的

逆説である。彼は聖書のうちのすべてが不明瞭であるとは言わず，「良く生きるための

戒め」〔Ia9〕，「キリストの戒め」〔IIb1〕は明瞭であると言う。そして「良く生きる」と
は，「熱心により良きものへと前進すること，努力すること」〔Ia8〕に他ならない。そ
うであれば，良く生きるための熱心や努力を妨げるような聖書の言葉は，聖書を不明瞭

にすることになる。そのような不明瞭な言葉として，善悪をはたらく際の必然性の教え，

「わたしたちが為す一切は，単なる必然性から生じる」〔Ia10〕や，自由を持たない者に
「選べと命じること」〔IIa14〕などがあげられる。それは「滑稽なこと」〔IIa14〕であり，
一般大衆〔Ia9,Ia10,Ib10〕に理解されない「逆説」〔Ia10〕であると言う。また「犯さ
れた罪に対して償いが必要でない」ということを公表することも，一般の人間に不道徳

を引き起こすおそれがあると言う〔Ia9〕。
エラスムスはこの二つの聖書の不明瞭性を認めた上で，そのいずれをも道徳的，文献

学的解明によって克服する努力をすべきであると言う。キリスト教史上の聖書解釈の伝

統は，聖書の不明瞭性の証しであると共に，聖書を明瞭にしようとする人間の努力をも

表すと言う。教父，教皇，博士，公会議，大学のいずれも聖書解釈の絶対的権威を持ち

えず，聖書を一挙に明瞭にすることはできないが，それぞれが相対的権威を持つ限りで，

聖書を明瞭にすることに寄与しうる。それらの相対的権威をエラスムスは容認して次の

ように言う。「かくも多数の学者や正統派の信者や，聖人や，殉教者や，古来の神学者

や，大学や，公会議や，司教や，教皇たちの決定と，ひとりかふたりの人の私的見解と

の，いずれにより多くを帰すべきかについて，読者が自分自身で決定できるであろう」

〔Ib2〕。「もし多人数が霊の理解に何の役に立つのかという問いを聞くなら，では少人数
が何の役に立つのかとわたしは答える。司教冠が聖書の理解のために何の役に立つのか

という問いを聞くなら，では〔下級修道僧の〕粗布マントや頭巾付マントが何の役に立

つのかとわたしは答える。哲学の知識が聖書を知るために何の役に立つのかという問い

を聞くなら，では無知が何の役に立つのかとわたしは答える。参加者のうちだれも霊を

持っていない公会議が聖書の理解のために何の役に立つのかという問いを聞くなら，で

は霊を持つ者がさらに居そうもない少数者の私的会合が何の役に立つのかとわたしは答

える」〔Ib5〕。ここには聖書の不明瞭性を克服するための人間の相対的寄与が述べられ
ている。たしかに聖書の明瞭性は霊によることをエラスムスも認める。しかし霊がだれ

に与えられるのか〔Ib4〕，その霊が本当に神から出たものか〔Ib5〕などの問いに対す
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る答えは，霊に固有の判断であるため，人間の間ではただ相対的 ･蓋然的にしか答えら

れない。

ルターが神の霊なしに人間は何もできないと言っているところで，エラスムスは神の

霊の助けをもって人間は何ができるかを述べるのであると言っている〔IIIc13〕＊ 5。そ

れゆえエラスムスは人間が神の霊を受けて最大限はたらくべきことを勧める。聖書解

釈の長い伝統を聖書のみへ集約しうるとみなすルターの態度は，安易な「仕事の短縮」

〔Ib1〕と，エラスムスには思われた＊ 6。

神の霊がだれに伝えられるかについて，「神は神の霊を，他の条件が同じなら，叙

任せられた者に伝えたもうということが，大きな蓋然性をもって推測されるであろう」

〔Ib4〕と，人間の間での聖職位階制度に依存した蓋然的判断が説かれる。このようにエ
ラスムスは，聖書理解における霊のはたらきを，人間のはたらきを越えたものとして直

接的に認めるのでなく，人間のはたらきや立場と関連づけ，そこにおける「霊のしるし」

を求める＊ 7。信仰義認を説くルターは，霊のしるしを見えるかたちでは追求しないのに

対し，エラスムスは奇跡をはたらく者，教会の聖職者，大学の博士において，「しるし」

をできる限り見えるかたちで追求する。エラスムスは，霊のはたらきをルターのように

逆説的とはみなさない〔Ib6〕。
本書に『自由意志論』という表題が掲げられているにもかかわらず，本書の論述をと

おして得られる自由意志に関する結論はきわめて控えめである。つまり「自由意志には

何らかのものが帰される」＊ 8ということだけであり，自由意志が実際何であり，どの

程度まで力があるかについて，人間は確定できないとみなす。自由意志に限らず，「神

の位格」，「キリストの神性と人性」，「赦されざる罪」などキリスト教の奥義に属するも

のは不明瞭なままである〔Ia9〕。それゆえエラスムスにとって聖書の不明瞭性とは，聖
書の事柄に人間の知性が及ばないということである。その場合「聖書により良く精通す

るとはどういうことか」〔Ib3〕をエラスムスは問う。それは聖書を知性的に理解するこ
とでなく，良く生きるための道徳書として受けとめること，この道徳的敬虔の観点から

一貫して解釈することであった。この限定によって聖書はエラスムスにとっても一定の

明瞭性を得ることができた〔Ia9〕。しかしその明瞭性はルターからは「霊抜き，キリス
ト抜きであって，氷よりも冷たい」〔WA 18,611,5〕と批判された。そこで次に『評論・
自由意志論』に反論したルターの『奴隷意志論』を考察しよう。
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4．ルターの『奴隷意志論』（1525 年）における聖書の明瞭性

ルターは本書を「主張」の議論からはじめる＊ 9。それは，エラスムスが『評論・自

由意志論』でルターの『主張』を批判して「わたしが主張を好まないのは，容易に懐疑

派の見解に与しようと思うほどである」〔Ia4〕と言っていることに対する再批判である
〔WA 18,603,4f; 604,5; 604,18f.〕。ルターは，「主張を好まないことはキリスト者の精神
ではない」，「主張を好まないならキリスト者でないことになろう」〔603,12〕，「もし主
張が取り除かれるなら，キリスト教も取り除かれてしまうであろう」〔603,28f.〕と繰り
返し，主張がキリスト教の不可欠の要因であることを強調する。その主張の内容は「聖

書の事柄（res）」としての「キリスト」である。本書の別の箇所で，同様の表現をもっ
て，「聖書からキリストを取り除いてみよ，それ以外の何を，あなたはそこに見出すか」

〔606,29〕と問うていることからも，「主張」の内容が「キリスト」であることが理解さ
れる。「キリスト」を不可欠の要因とすることはルターに限らず，エラスムスも認める

ところである。しかし「主張」を不可欠の要因とするところにルターの独自性がある。

エラスムスが「この世の平和」を保つために「主張すること」を嫌うのに対し，ルター

は「主張すること」が不可欠であると言う。たとえキリストを語り，キリストを信じて

いると言っても，「主張すること」がなければ，実質的には「キリストなし」，「信仰な

し」であると言う＊ 10。

ではいかにして主張しうるか。エラスムスが，主張せず，むしろ懐疑主義に与したい

と言うのは，彼の論拠となるべき聖書が彼にとって不明瞭だからである。これに対し，

ルターが主張しなければならないと言うのは，聖書がキリスト者にとって明瞭であり，

すべてを判断する基準としての「第一原理」だからである〔WA 18,653,28-34〕。すで
に『主張』で聖書の明瞭性を説いていたルターが，エラスムスの『評論・自由意志論』

によって批判された後，『奴隷意志論』で再度，聖書の明瞭性を強調する。ここでは『主

張』のときより詳細に，聖書の明瞭性を内的と外的に区分して論じる。「わたしもまた

聖書の中に不明瞭で隠されている多くの箇所のあることを告白する。しかしそれは事柄

（res）の荘厳さのためでなく，わたしたちが語彙（vocabula）と文法（grammatica）と
に無知なためである。しかしそういう箇所のあることが，聖書の中に含まれている事柄

の一切を知るのに障害となるものではない。……聖書からキリストを取り除いてみよ。

それ以外の何をあなたは聖書のうちに見出すであろうか。それゆえ，たとえ聖書のある
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箇所が，言葉がいまだ理解されていないためになお不明であっても，聖書に含まれてい

る事柄は明瞭である」〔606,22-31〕。
ここで言われている「語彙と文法の無知による不明」が聖書の外的不明瞭性であり，

他方，「事柄の荘厳さのための不明」が，聖書の内的不明瞭性である。逆に聖書の明瞭

性については，聖書の事柄としてのキリストが啓示された以上，聖書の事柄は全て明瞭

であると言われる。そして聖書の二重の明瞭性が次のように説明される。「聖書の不明

瞭性が二重であるように，聖書の明瞭性も二重である。一つは，言葉の宣教のうちに置

かれている外的な明瞭性であり，他は，心の認識に根ざす〔内的な〕明瞭性である。も

しあなたが内的明瞭性について語るなら，いかなる人も神の霊を持たない限り，聖書の

うちの一点一画をも理解しない。すべての人は暗くされた心を持っているので，たとえ

聖書のことを〔外的に〕何でも語り，説明する仕方は知っていても，それらのうちの一

つとして〔内的に〕判断したり，真に認識したりできない。……なぜなら聖書全体を理

解するためにも，聖書の一部分を理解するためにも，霊が要求されているからである。

もしあなたが外的明瞭性について語るなら，何も不明瞭なものや曖昧なものは残されて

いない。そうではなく，聖書のうちの何であれ，すべては言葉をとおして最も確かな光

のうちにもたらされ，全世界に明らかにされている」〔609,4-14〕。すなわち聖書の外的
明瞭性は言葉によってもたらされ，内的明瞭性は霊によってもたらされる。それゆえ外

的言葉の欠如によって外的不明瞭性が引き起こされ，霊の欠如によって内的不明瞭性が

引き起こされる。そこで聖書と霊の関係が問題となる。

ルターは『奴隷意志論』において霊の検証を問題にし＊ 11，霊は内的および外的の二

重の判断によって検証されなければならないと言う。内的判断とは，「聖霊あるいは神

の特別な賜物によって，自分のため，自分ひとりの救いのために照明された人が，すべ

ての人の考えや意見を確実に判断しまた識別する」〔653,14-16〕ことである。その例と
して第一コリント 2章 15節「霊の人は一切を判断するが，だれからも判断されない」
があげられる。この内的判断が聖書の内的明瞭性に関る。ところでこの内的判断は「自

分以外の他の人にはだれにも役立たない」〔653,20f.〕として，外的判断が求められる。
「外的判断によってわれわれは自分自身のためばかりでなく，他の人たちや他の人たち

の救いのために，すべての人たちの霊と考えを，きわめて確かに判断する」〔653,22-24〕
と言う。外的判断は，「公に言葉に仕えている者，および外的な職務を担う者が持ち，

とくに指導者および言葉の説教者に関わりが深く」〔653,24f.〕，信仰の弱い人たちを励
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ましたり，逆らう人たちを論駁するときに用いられる。この外的判断が聖書の外的明瞭

性に関る。「審判者なる聖書によって，すべての霊は，教会の面前で，検証されなけれ

ばならない」〔653,28〕と言われる。ここでは外的言葉による外的明瞭性をもった聖書
が，霊を検証する審判者（judex）と呼ばれる。霊によって聖書の内的明瞭性がもたら
されると共に，聖書の外的明瞭性によって，霊が神の霊であるか否かが検証される。そ

の結果，教皇派も熱狂派も神の霊でなく「自分の霊（suus spiritus）」に従って聖書を解
釈していると批判される〔653,2-6〕。ここでは霊と聖書の関係において循環が成り立っ
ている。聖書は第一原理（primum principium）として，それによって他の一切を証明
するが，聖書自身も霊によって第一のものとして証明されなければならない。この循環

をとおして聖書は明瞭となり，その明瞭性が主張の根拠となる。同様の循環は，聖書の

権威と意味の間にも認められる。この循環をとおして聖書は明瞭となる。

おわりに 
　―�ルターとエラスムスにおける聖書とキリスト教史の関係，およびそれに絡む

霊的解釈と歴史学的・文献学的研究の関係

ルターとエラスムスの論争における両者の相違は小さいとも大きいとも言える。小さ

いと言うのは，両者ともに聖書自身と聖書解釈の伝統とを，対立的でなく，相互に補い

合うものとして重んじているからである。大きいと言うのは，ルターが聖書の明瞭性を

前提に，正典の特別性を強調するのに対し，エラスムスは聖書の不明瞭性を前提に，聖

書解釈の伝統を強調するからである。

ルターは聖書をしばしば「源泉」にたとえる。『主張』の中で「われわれは聖ベルナ

ルドゥスの例に倣って，もしできることなら，多くの小川からより，むしろ源泉そのも

のから飲もう」〔WA 7,100,25〕と言う。ここでは聖書そのものとキリスト教史の流れ
の中での聖書解釈との関係を，源泉とそこから流れ出た小川にたとえている。源泉とし

ての聖書に決定的な重要性を認めながら，その聖書への関わり方を，キリスト教史上の

人物ベルナルドゥスから学んでいる。ルターにとって聖書のみがキリスト教の知恵の源

泉であることは確かであるとしても，その源泉から知恵を汲み取って飲む仕方を，キリ

スト教史上の人物から学ぶことを彼は勧めている。

同様に『第二回詩編講義』1編 6節の注解では，「聖ベルナルドゥスがこのやり方に
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おいて卓越していたこと，彼の学識のすべての豊かさをここから汲み取っていたこと

をわたしは見る。同じことが聖アウグスティヌスにも，他の者にも，感じられると思

う。だからわたしたちもまた同じ源泉からこの生命の水を飲まなければならない」〔WA 
5,47,13-16〕と言う。ここでも聖書を源泉として，アウグスティヌスやベルナルドゥス
などキリスト教史上の解釈者たちを，源泉から共に飲む者として理解している。

ルターの宗教改革思想を決定づけたいわゆる「塔の体験」についての彼の回想文『ラ

テン語全集への序文』では，聖書（とくにパウロのローマ書 1章 17節）との取り組み
によって「神の義」の新たな理解へ到達した後に，その理解をアウグスティヌスの『霊

と文字について』の叙述において確認したことが報告されている＊ 12。その報告に示さ

れているように，ルターにおいては聖書とキリスト教史との間には明確な優先順位が確

定していて，聖書から直接汲み取られた思想が，キリスト教史上の諸解釈において再確

認されている。

他方，エラスムスにおいては，聖書自身は不明瞭であって〔Ia7; Ia9; Ib4〕，解釈に
よって明瞭にされるとみなされる〔Ib4〕。たしかにエラスムスも「聖書の冒しがたい権
威に抵触さえしなければ」〔Ia4〕と条件づけて，一見聖書の権威を尊重するように見え
ながら，それによって聖書に絶対的権威が帰されるわけではない。聖書に敬意を払って

いるように見せながら，実は自分が懐疑派の徒であることの許可を願っているだけであ

ると，ルターは批判している〔WA 18,604,17-22〕。
そうは言ってもエラスムスにも聖書解釈の揺るがない基準があり，それはすべての

人間を道徳的敬虔へ導くものとされる。それに反する解釈は「逆説」として退けられる

〔Ia9-10〕。
キリスト教の研究対象を正典としての聖書のみに絞り込み，キリスト教史上の他の聖

書解釈者の権威を認めないルターの研究態度を，エラスムスは「仕事の短縮」と揶揄し

た〔Ib1〕。エラスムスのこの批判は，ルターが言う「聖書のみ」が，実際にはキリスト
教史上の諸聖書解釈の研究を包含しうることを顧慮しているとは言えない。論争におい

て批判のための批判にとどまらず，発展的相互理解へ進むために，論争相手の考えに内

在的になることが求められる。ルターとエラスムスの間でも，それぞれが真理契機をも

つゆえに，より積極的な相互承認が必要であり可能でもあろう。本論ではとくにルター

による聖書の強調とエラスムスによるキリスト教史の強調の調停の可能性を考察した。

さらに聖書の研究方法として，霊的解釈と歴史学的・文献学的方法が区別されるが，
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ルターは前者を，エラスムスは後者を強調している。両者それぞれの著書の終結部が対

照的である。エラスムスが「わたしは検討を終えた。判断は他人に委ねよう」〔IV17〕
と言うのに対し，ルターは「わたしはこの書物で検討などしなかった。むしろ主張した

のであり，今も主張している。そして判断をだれにも委ねたくない。むしろ服従するこ

とをすべての人に勧める」〔WA 18,787,11-13〕と言う。エラスムスは「わたしはここ
で審判者の役ではなく，討論者の役をやりたい」と謙虚を表明するのに対し，ルターは

彼の主張にすべての人が服従することを勧める。ルターによれば，その主張はルター個

人の主張というより霊の主張であり，霊への服従が勧められていることになる。ただし

それが単に「ルターの」でなく，「霊の」でもあることがいかにして確認されうるかを

エラスムスは問うている。

凡例
・ルターの著作は，ワイマル版（Weimarer Ausgabe）による。その全集版はWA，書簡版はWABr
と略記し，続く数字で巻，頁，行を示す。

・エラスムスの著作は，Erasmus von Rotterdam, Ausgewählte Schriften. 4.Band Darmstadt 1969

による。本論で扱う“De libero arbitrio διατριβή sive collatio”の引用箇所の数字と記号は，
Walter校訂本（Leipzig 1935）の章節区分による。

注
1）　『評論・自由意志論』と『奴隷意志論』の後にも，エラスムスはルターへの再反論書として『重
武装兵士（Hyperaspistes adversus servum arbitrium Martini Lutheri）』第一書 1526年，第二書
1527年を著したが，それは『奴隷意志論』によって批判されたエラスムスの立場の弁明に終始し
ていて，新たな議論の展開を示していないので，本論では取り上げない。

2）　WABr 1,70,4ff.;金子晴勇『近代自由思想の源流』創文社，1987年，238-245頁
3）　この説明の背後にはパウロの第 2コリント 3章 6節の「霊は生かし，文字は殺す」がある。こ
の言葉は，アウグスティヌスの『霊と文字について』でも重要な論拠とされている。後にルター

が『奴隷意志論』の中で，エラスムスの文字的・道徳的聖書解釈を「あなたの言葉は氷より冷た

い」〔WA 18,611,5〕と批判していることにもつながる。
4）　本書の正式題目は，Assertio omnium articulorum M.Lutheri per bullam Leonis X. novissimam 

damnatorum（レオ 10世の最近の勅令によって断罪された，マルティン・ルターの全信仰箇条の
主張）である。本書は「自由意志」だけを問題にしているのでなく，ローマ教皇から断罪された

ルターの信仰箇条の全体，すなわち「聖礼典」，「罪」，「信仰」，「聖書」などさまざまな問題が全
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41条にわたって論じられている。その中からエラスムスが後年『評論・自由意志論』において
「自由意志」の論題（『主張』第 36条）を選び出して，ルターの思想の核心として論争を挑んだ。
このことについてルターは『奴隷意志論』の中で（WA 18,786,26-31），エラスムスが枝葉末節な
議論でなく，問題の核心を衝いてくれたことを称賛している。

5）　Ib5：いかにしてわれわれは霊を判断しうるのか，学識に従ってか，律法学者はどちら側にもい
る。生活に従ってか，どちらの側にも罪人はいる。……「人間に過ぎない」と言う。しかしそれ

でもわたしは人と神を比べているのでなく，人と人とを比べている。Ib7：彼らは聖書の意味につ
いて何か紛争が起こると，正統派の先人の言葉をわたしたちに伝えようとする人々に対し，いき

なり「彼らも人間だ」と言って遮ろうとする。いずれの側にいるのも人間なのだから，何が真の

聖書の解釈であるかを，いかなる議論によって知りうるのかと問うと，彼らは「霊のしるしによ

る」と答える。なぜ霊は，彼らより，奇跡によって世に現れるようにされている人たちの方をお

見捨てになったのかと問えば，彼らはあたかもここ 1300年ほどの間，福音〔霊〕が存在しなかっ
たかのように答える。彼らに霊にふさわしい生活〔行い〕がないのが残念だと言えば，彼らは行

いによらず信仰によって義であると答える。……あのようにすぐれた人々が無理解だったのだか

ら，この点で聖書は不明瞭だと主張すれば，めぐりめぐって議論のはじめに帰る。

6）　聖書を教父の書と区別して，キリスト教の「正典」として特別に権威ある書として関わること
が，ルターにとってはキリスト教を理解する努力のすべてであったのに対し，キリスト教理解を

聖書に限定することはエラスムスにとっては「仕事の短縮」と思われた。ここには聖書をキリ

スト教の「正典」とすることについての，ルターとエラスムスの間での見解の大きな相違が存す

る。Gerhard Ebelingの論文：”Kirchengeschichte als Geschichte der Auslegung der Heiligen 
Schrift”（Habilitationsvorlesung Tübingen 1946）が発表されたとき，「聖書の解釈に限定され
た教会史」ではあまりにも「貧弱（karg）」ではないか，教会史に不可欠な「伝統（traditio）」が
削がれているのではないかという批判が投げかけられた。しかし聖書の正典としての内容の豊

富さと，解釈者が自分のすべてを賭して聖書を解釈することを考慮するとき，必ずしも「貧弱」

という批判が当たらないことを，エベリングはルターの聖書解釈の例をとおして示している。

Gerhard Ebeling, Wort Gottes und Tradition. Göttingen 1964, S.9-27; 91-143
7）　エラスムスが「霊のしるし（indicium spiritus）」（Ib7）と言っているところを，ルターは「霊
の判断（iudicium spiritus）」と言い換えている（WA18,653,20）。エラスムスにおいて「しるし」
としてもっぱらmiraculaが考えられている。miraculaを求めないルターにおいては，聖書の明瞭
性によって補われなければならないが（in tanta luce scripturarum），聖人においても聖書の明瞭
性が疑わしいとき，再び最初の問いへ戻らざるをえないとエラスムスは言う。

8）　Ia5：わたしはまだ自由意志に関して古人から伝えられている種々なる見解のいずれかに対して，
確実な信念を持つに至っていない。ただしわたしが考えるのは，自由意志には何らかの力がある

ということのみである。IIa5：これらの戒めにおいて，何らかの仕方で，道徳的な善へ向かう意
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志があったように思われる。

9）　冒頭から，「主張者」〔WA 18,600,13;601,35:assertor〕，「主張」〔603,4: assertio〕，「主張する」
〔601,35; 603,3:asserere〕について論じる。

10）WA 18,605,15-30：この世の平和が保たれさえすれば，だれかがどこかで何を信じていようと
かまうことなく，……そんなもののためにけんかしたり，論争したり，主張したりすることは，

そこからは外的平和を乱すもの以外何も出てこないのであるから愚の骨頂である。……そう言う

者は自分では神を信じていないから，信じて告白する者を密かに嘲笑している。609,18f.：あな
たは神がただ本性上最も憐憫あるかたとして全力を尽くして崇拝されさえすれば，キリストなし

のキリスト教的敬虔があるとでも考えているかのように，キリストについては全く一言も言及し

ていない。611,5：あなたによって述べられているキリスト教の形相は，「わたしたちは全力を尽
くして努力する……」というものである。あなたのこれらの言葉は，キリスト抜き，霊抜きであっ

て，氷よりも冷たい。

11）ルターは『奴隷意志論』に取り掛かる直前まで，ドイツ農民戦争の嵐の中で，トマス・ミュン
ツァーを代表者とする霊的熱狂主義者たちとの対決を余儀なくされていた。その経験をとおして，

霊の検証の必要性を痛感していた。

12）WA 54,186,5-20：「……そしてこの文を，神の義が福音をとおして啓示されていること，すな
わち受動的な義として啓示されていることを言っていると理解しはじめた。その義によれば憐れ

み深い神はわたしたちを信仰によって義とする。「義人は信仰から生きる」と書かれているとお

りである。ここでわたしは全く新しく生まれ変わったと感じた。そして門が開かれて天国そのも

のへ入ったと感じた。そこでただちに全聖書の別の顔がわたしに現われ出た。……以前わたしが

「神の義」という語を大きな憎しみをもって憎んでいただけ，それだけいっそう今この語をきわめ

て甘美な言葉として称賛する愛も大きかった。こうしてパウロのその箇所（ローマ書 1章 17節）
がわたしにとってまことに天国への門となった。その後わたしはアウグスティヌスの『霊と文字

について』を読んだ。その中でわたしは予期しなかったことであるが，アウグスティヌス自身も

神の義を同様に，つまり神がわたしたちを義とするときにわたしたちに着せる義であると解釈し

ているのを見出した。このことは彼において不完全にしか語られていなかったとしても，また「帰

与」についても彼はすべてを明瞭に説明しえていないとしても，しかしわたしたちが義とされう

る神の義が教えられていることは喜ばしいことであった」。ここでは聖書の明瞭性が，「門が開か

れて（apertis portis）」や「現れ出た（apparuit）」として言い表されている。

参考文献

D. Martin Luthers Werke, Weimarer Ausgabe 1883 ff.
・Brief an Spalatin. Wittenberg, 19. Oktober 1516 （WABr 1,70,1-71,4）
・ Assertio omnium articulorum M. Lutheri per bullam Leonis X. novissimam damnatorum. 1520 
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（WA 7,94,1-101,9）
・ Grund und Ursach aller Artickel D. Martin Luthers, so durch römische Bulle unrechtlich 

verdammt sind. 1521（WA 7,308,1-317,24）
・De servo arbitrio. 1525 （WA 18,600-787）
・Operationes in psalmos. 1519-21（WA 5,47,13-16）
・Vorrede zum 1. Bande der Gesamtausgaben seiner lat. Schriften, Wittenberg 1545（WA 

54,186,5-20）
Erasmus von Rotterdam, Ausgewählte Schriften. 4. Band Darmstadt 1969

・De libero arbitrio διατριβή sive collatio 1524
和訳（ルター著作集第 1集第 7巻所収）
・エラスムス『評論，自由意志について』山内宣訳　聖文舎　1966年
・ルター『奴隷的意志について』山内宣訳　聖文舎　1966年
欧文研究書
・Karl Holl, Luthers Bedeutung für den Fortschritt der Auslegungskunst, 1920 （ Gesammelte 

Aufsätze zur Kirchengeschichte, Bd.1. Tübingen 1948 ）
・Gerhard Ebeling, Kirchengeschichte als Geschichte der Auslegung der Heiligen Schrift, 1946; 
“Sola scriptura” und das Problem der Tradition, 1963 （ Wort Gottes und Tradition. Göttingen 
1964 ）

和文研究書
・金子晴勇『近代自由思想の源流』創文社　1987年
・金子晴勇『エラスムスの人間学』知泉書館　2011年



格差社会とブーゲンハーゲン

菱 刈　晃 夫

はじめに

ルターによる福音的「社会福祉の精神」は，1523年のライスニク教会教区『共同金
庫の規定』（Ordenug eyns gemeyen kastens）において史上もっとも整備された形で公
にされたことをすでに確認したが＊ 1，しかし，ルター自身も残念がったように，これは

実際には成功をおさめられなかった＊ 2。とはいうものの，ルター神学を基礎としたこの

規定を基としてその後さまざまな「教会規定」（Kirchenordnung）が著され＊ 3，これら

のなかでキリスト教的愛に根ざした学校教育の普及や貧困者救済の具体策が示され実行

されることになる。この実現にとくに尽力したのが「北の宗教改革者」と呼ばれるブー

ゲンハーゲン（Johannes Bugenhagen, 1485-1558）であった。彼はルターに次ぐ神学
者，メランヒトンに次ぐ教育者ともいわれ，宗教改革の精神を制度化・具体化するのに

大いなる才能を発揮した＊ 4。また最近では「公的社会福祉の改革者」（Reformator der 
öffentlichen Fürsorge）と名づける研究者もいる＊ 5。

本発表では，ルターに引き続き「格差社会」の是正に努め，信仰によってのみ働くキ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

リスト教的愛
4 4 4 4 4 4

もしくは愛において働く信仰
4 4 4 4 4 4 4 4 4

（Faith Active in Love）＊ 6に発して活躍し

たブーゲンハーゲンについて，簡単に取り上げてみたい。まずは，先の『共同金庫の規

定』から貧困者救済に関する箇所を確認した上で，ブーゲンハーゲンにおける社会福祉

の原理や動機に迫っていこう。

1．ライスニク『共同金庫の規定』からブーゲンハーゲンへ

すでに「格差社会とルター」で瞥見した『ヴィッテンベルク共同財庫規定』（1520/21
年）および『ヴィッテンベルク教会規定』（1522年）に続き，ライスニク『共同金庫の
規定』（1523年）では，ルターの序言がつけられている。『ヴィッテンベルク教会規定』
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はカールシュタット（Andreas Rudolff Bodenstein von Karlstadt, 1480頃 -1541）の手
によるものであるが，『共同金庫の規定』はルターの直接のアドバイスによって成立し

た＊ 7。序言では，こう述べられている。

ところで，困っている人々を助け，彼らに奉仕するキリスト教的愛（Christlich liebe）
より以上に大いなる神奉仕（gottis dienst）はない。それはキリストご自身が終末
の日に認め，判定しようとされるとおりである，マタイ二五章〔三一 -四六節〕。こ
ういうわけで，教会の財産はかつて〈bona ecclesiae〉すなわち共同財産と呼ばれ
た。ちょうど，キリスト者の中で困窮しているすべての人々のための共同基金のよう

に＊ 8。

こうして規定では，男女の乞食が完全に禁止された。老齢や病気でもない限り，人は働

くべきであり，さもなくば追放されるべきである。ただし，不運や病気や老齢によって

働くことのできない人々に対しては，共同金庫から適切な方法で支えられるべきであ

る＊ 9。共同金庫からの支出には，牧師職，会堂守，学校などさまざまあるが，貧困者救

済に関しては，①虚弱で年をとった貧乏人のための支出，②孤児や貧乏な子どもたちに

対する支出，③貧困家庭の人々を助けるための支出，が当てられている。順次，ポイン

トのみ確認しておこう。

ルターによる規定が強調するのは，本人の怠惰や意志によってではなく，あくまで

も偶然の不運や不可抗力によって，貧乏であったり，病気であったり，身体が不自由で

あったり，老齢であったりして労働することができない人々に，扶助の手を差し伸べ

ようとする点である。したがって，共同金庫を管理運営する 10人の執事は，対象とな
る人々について詳しく調べた上で，正しく徹底した知識をもっていなければならない

（warhafftig gruntlich wissen haben / aller solcher armen）＊ 10。「貧困の脱霊化」（de-
spiritualization of poverty）＊ 11の後，本人の怠惰によって働かず，結果として困窮する

者に対する扶助は，規定のなかには含まれていない。そこで初めて，①虚弱で年をとっ

た貧乏人のためには，「神に栄光を帰し，また讃えるために（gotte zu ehre vnd lobe），
キリスト教的愛から（aus Christlicher liebe）」彼らの衣食住を含めた生活を扶助すべき
とされる＊ 12。そして，②孤児や貧乏な子どもたちに対しては，「教育と身体的な必要」

（zucht vñ leibs notturfft）を確保すべきであるとされる。さらに，③貧困家庭の人々に
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ついては，住む家はあるものの仕事がなくて働くことができないような場合，共同金庫

からの融資があってしかるべきであり，場合によっては負債の免除もありうるとされる。

しかし「そういう事情は，執事によって注意深く調査されなければならない」（solche 
gelegenheit / sall durch die fursteher eigentlich erkundet warden）＊ 13ことはいうまで

もない。

先にも触れたように，ありとあらゆる支出を共同金庫に含めるライスニクのやり方は

財政上もうまくはいかなかったが，後に教会規則の偉大な組織者であるブーゲンハーゲ

ンは，教会維持および教育のための基金を共同基金とは切り離す＊ 14。ともかく，神奉仕

と社会福祉の改革を伴う，こうした貧困者あるいは困窮者の救済は，1520年から 1523
年というきわめて短い期間での試みにもかかわらず，帝国中の類似した企てのモデルと

なった＊ 15。当初はルターのみならずカールシュタットもまた，信仰に基づく宗教改革の
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

精神
4 4

を愛による社会福祉の実践
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

へと転換すべく努力していたのだが＊ 16，しかし，彼らに

よる神学を社会制度へと翻訳する役割を主に果たしたのは，ブーゲンハーゲンであった。

次に，ブーゲンハーゲンの略歴とその神学的根幹について見ておこう。

2．社会福祉の精神の真髄にあるブーゲンハーゲン神学

ポメルンのヴォリンで市参事会員の子として生まれたブーゲンハーゲンは＊ 17，その

出生の地にちなんで後にポメラーヌスとかポンマー博士とか呼ばれるようになるが，ル

ターの著作に触れて 1521年 4月ヴィッテンベルク大学に学籍登録する＊ 18。すぐに彼は

ルターとメランヒトンの友人，そして同僚となる。彼の聖書釈義は高く評価されるもの

の，ヴィッテンベルク大学にはふさわしいポストがなく，そのため 1523年に彼は市教
会の牧師に選ばれる。以後，彼はルターの牧会者および霊的な助言者としての役割を果

たすことになる。

1521年に記されたといわれる書簡では，すでにブーゲンハーゲン神学を貫く根幹で
ある「キリストのみ」（solus Christus）＊ 19 が明確にされている。彼によれば，律法の
充足は人間には不可能である。ゆえに，聖書において働くキリストの霊を通して「信仰

によって伝達される神の義としてのキリストの重大さが増大する」＊ 20ことになる。キ

リストのみを通じた義認と律法の充足は，人間がこの世で生きる限り絶えず更新され続

けなければならないが，しかし，ブーゲンハーゲンはその成果としての愛の倫理および
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実践を重視する。「ブーゲンハーゲンの神学的基調に神の愛―神が人間にもたらす愛で

あると共に人間を愛へと促す愛―を指摘することができるであろう」＊ 21。ゆえに，彼

は恩寵のみ，信仰のみ，キリストのみによって，と同時に聖化を強調する。

古いアダムを殺すことで新しい生に取りかかりなさい。誰も突然完全になるのではな

い（Nemo repente fit summus.）。それゆえ，日々少しでも悪徳から離れ，諸徳にお
いて成長するように（virtutibus accrescat）心懸けなさい。再び悪に陥ることがあっ
ても，キリストによる回復を疑わず，やがて再び立ち上がれるように祈りなさい。

（中略）

　すなわち，わたしたちがキリストによって信仰者となることを始めた後でも，わた

したちの全生活は罪である。しかしわたしたちは義と知恵と聖を欠かない。というの

は，これらのものはわたしたちの中に見出せないが，キリストがわたしのために，神

によって，義，知恵，聖，贖いとなられたからである＊ 22。

このようにキリスト者は，日々の義認と再生を通じて聖化されていくのだが，その結果

は徳における成長，すなわちキリスト教的愛の倫理の実践となって現われ出ることと

なる。とりわけ施しの大切さ，隣人への憐れみとしての施しは霊的な断食であるとし

て勧められている（Eleemosyna est misericordia in proximum, quae sola ex operibus 
praecepta est nobis et vocatur ieiunium spiritual Esaiae LVIII.）＊ 23。ブーゲンハーゲン

において，義認という宗教的な内的体験は，常に愛の行い―善きわざ―という倫理的な

現実となって発現する。ただし，いうまでもなく愛の行いによる義認，すなわち行為義

認論ではない点に注意しなければならない。あくまでも，キリストのみによる救いの現

われとして，わたしたちは愛の行い，つまり社会福祉を自ら進んでなしているというだ

けである。わたしたちは義認のために聖化を目指すのではない。あくまでも義認の結果

が聖化として現われるのである。

さて，1533年ブーゲンハーゲンは神学博士となり，1535年にはヴィッテンベルク
大学教授となる。彼はルターやメランヒトンの存在に比して影の薄い人物として捉え

られがちであるが，同時代人たちからはすでにその組織者としての才能が高く評価さ

れていた。1522年ヴィッテンベルクでの騒動の後には教会を再建し，北ヨーロッパ中
の都市，地区，国々は宗教改革を制度化するため，彼に競って助言を求めた。彼はブ
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ラウンシュヴァイク（1528年），ハンブルク（1529年），リューベック（1531年），
ポメルン（1535年），デンマーク（1537年），シュレスヴィヒ -ホルシュタイン（1542
年），ブラウンシュヴァイク -ヴォルフェンビュッテル（1543年），そしてヒルデスハ
イム（1544年）の教会規則を著したり編集したりした。よって「北の宗教改革者」と
呼ばれたりもするのだが，「彼の特別な才能は，神学を釈義と，教会の実践を聖書の応

用と連結するところにあった」＊ 24。そのオリジナリティや歴史的な影響は，偉大な南

の宗教改革者，ツヴィングリ，ブツァー，オジアンダー，そしてブレンツと並ぶもの

である。

ブーゲンハーゲンは，その神学を制度へと翻訳した点できわめて大きな影響力を発

揮したが，しかし，近年に至るまでの研究では彼の神学上の土台についてあまり顧み

られてこなかった。貧者救済やその現実化である社会福祉に果たした彼の役割が，じ

つはルターから学んだ教え（神学）に根ざしている点は，きわめて重要である。「ブー

ゲンハーゲンにとって，宗教改革の教えとその制度化は，宗教改革の発展と不可分の

構成要素」＊ 25であった。次に，ブーゲンハーゲン神学の根幹もしくは基礎がもっとも

明確に記されたハンブルクに宛てた公開書簡からその本質的特徴をさらに抽出し，こ

れがブラウンシュヴァイクの教会規定でどのように制度化されたのか，一瞥すること

にしよう。

3．ハンブルクに宛てた手紙からブラウンシュヴァイク教会規定へ

ハンブルクの聖ニコラス教会がブーゲンハーゲンを牧師として招きたいとした申し

出にブーゲンハーゲンは応えることができず，ここにハンブルク市参事会に対して公開

の書簡を著すことになる＊ 26。これは 1525年に書かれ翌 26年に公にされた。この書簡
は，ブーゲンハーゲンの教会規則の「原細胞」（Urzelle）に値するという＊ 27。倉松も

指摘するようにこの書の神学的中心あるいは根底はきわめて明瞭であり，それはやはり

solus Christusキリストのみがわたしたちの救いの唯一の仲保者（solus mediator）であ
る，という一点に表現されている＊ 28。とりわけいまここで問題としなければならない

のは，この書簡に見られる「善きわざ」としての社会福祉を駆動させる原理であり動機

（Motivation）である。ブーゲンハーゲンは信仰によらないすべての行いが罪であると
断言する。
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わたしたちの生ならびに行いは善く，そして神に喜ばれるものであるべきであるが，

しかし，それは信仰によってもたらされるのであって，これなくしてはすべての行い

は罪（alle Werke Sünde sein）なのである＊ 29。

リンドバーグも認めるように＊ 30，ブーゲンハーゲンの社会福祉は「愛において働く

信仰」（Faith active in love）に神学的土台があり，あくまでもブーゲンハーゲンの神学
そのものが困窮者救済のための実践的な動機を形成しているといえよう。彼は貧困や格

差の問題に，まずは神学的なパースペクティヴからアプローチしているのであって，決

して経済的なそれからではない。ブーゲンハーゲンにとってキリストへの信仰のみに発

して愛の行いは自然に流出してくるはずのものであって，この信仰をもつキリスト者に

とっては，たとえ善い行いをしたにせよ，これが逆流して救いにつながる功績と捉えら

れる通路は完全に遮断されることになる。

確かにキリスト者は多くの善き行いをするが，しかし，この行いに信頼するので

はなく，キリストのみ唯一の仲保者に信頼するのである（verlassen sich allein auf 
Christum Jesum den einigen Mittler）。キリストを通じてのみわたしたちは父の元に
至れるのであり，他にはない＊ 31。

あるいは，こうも述べている。

彼らは行いによって義となろうとは考えない（fromm zu weden）。というのも，彼ら
はそうした善い行いをする以前に，すでに義でありキリスト者であるからだ。キリス

トがいうように，彼らは天の神から祝福され，その断罪から救われているから（この

なかに他のすべての人間は生まれ，生活し，そして死ぬ）。そして，彼らの功績や行

いを通じてではなく（nicht durch ihre Verdienste und Werke），天の父を通じて，彼
らは祝福される。天の父は彼らを子どもとされ，主なるキリストの兄弟とされた。キ

リストがいうように，わたしの兄弟であるこのもっとも小さい者のひとりにしたこと

は，わたしにしてくれたことなのである，など＊ 32。
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要するに，ブーゲンハーゲンによれば，キリストのみがわたしたちの仲保者であり，こ

こに信頼する信仰を通じてわたしたちは先に
4 4

（zuvor）救われている。永遠の王国は前
もってわたしたちのために父なる神が用意している。もはやわたしたちは，何も行いや

功績を通じていまさらこのための準備をする必要もない。信仰による恩恵によって功績

なしにわたしたちには永遠の王国が用意されている。

彼らは神の永遠の王国を受けるにふさわしくなるために行いをするのではない。

これは功績なしに恩恵によって彼らに贈られている（ohne Verdienst aus Gnade 
geschenkt ist）。そうではなく，キリストのみを讃え隣人に奉仕するために（allein 
Christo zu Ehren und dem Nächsten zu Dienst）行いをするのである。キリストがい
われたように。わたしの兄弟であるこのもっとも小さい者のひとりにしたことは，わ

たし自身にしてくれたことなのである＊ 33。

ここにブーゲンハーゲンにおける社会福祉を駆動させる原理があるといえよう。彼にお

いて「隣人へ奉仕すること」（dem Nächsten zu Dienst）すなわち愛の行いとは，あく
までもキリストのみを通じた恩恵としての救い，すなわちGabe贈与として geschenkt
与えられたものに対する応答であり，Aufgabe使命であったといえよう。贈与としての
救いは神のみがなしうる純粋贈与

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

であり，ここに行いや功績という見返りは一切求めら

れていない。この純粋贈与の結果として，キリスト者はアウフガーベとして「善き行い」

に自ずと向かうのである。

このように，ブーゲンハーゲンの社会福祉の精神は，人間の義認に際するキリストの

役割の理解に深く根ざしていることは明らかであろう＊ 34。繰り返す。ブーゲンハーゲ

ン神学の根幹は「キリストのみ」であり，ただこれのみによって彼は社会福祉の実践へ

と歩んだのであった。

さて，こうしたハンブルクに宛てた書簡に見られる神学的原理もしくは動機をベース

として，その後の彼の教会規則の原型ともなった 1528年のブラウンシュヴァイク教会
規則が著されることになる＊ 35。これは主に 3つの部分から成り立っている。①子ども
のためのよい学校の設立，②宣教と牧会，③学校および教会，さらに貧困者救済のため

の共同基金の設立について。ちなみに，1529年のハンブルク教会規則でも，①学校を
含めた教育，②教会，③社会福祉（貧民救済）の順で構成されている。ブーゲンハーゲ
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ンが，まずは学校教育制度の確立に力点を置き＊ 36，ここから教会を改善し，さらに社

会福祉の実現に向かう姿が見出される。が，その詳しい実態については＊ 37，機会を改

めて取り上げることにしたい。

おわりに

以上，ブーゲンハーゲンにおける社会福祉の精神が根ざす神学的基礎について簡単に

顧みた。ブーゲンハーゲンの思想および実践の全容解明は，今後の課題としたい。

ところで，今日においても福祉国家としての位置を保つルター派の多いデンマークは，

ブーゲンハーゲンとも関係が深い＊ 38。その源泉となる「社会福祉の精神」が，究極の

ところルター神学から学んだ義認論に由来し，神とキリストへの喜びと感謝の念に起源

していたことを，わたしたちも覚えておきたい。社会福祉という愛の実践を駆動させて

いたのは，信仰のみ，キリストのみであった。それは，かつて神への奉仕（Gottesdienst）
であり，礼拝であり，聖なる仕事だったのである。

蛇足ながら，現代では末人たち（letzte Menschen）の「資本主義の精神」＊ 39と「消
費主義」＊ 40に組み込まれた社会保険の一部として機能するケアや福祉など，その制度

的破綻が迫るにつれ，格差社会の未来は，果たしてどこに行き着くのであろうか。
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〈研究ノート〉

『ルター教会暦説教集』の研究

金 子　晴 勇

はじめに

ルターの宗教改革の最初の一歩は直接民衆に福音を告げる「説教の改革」をもって開

始された。彼は当時行われていた説教について危惧の念を懐いており，その内容がキリ

ストを蔑ろにする作り話，聖人物語や聖人伝説などの「無味乾燥な注釈」から作られて

いたことを嘆き，民衆のために福音の純粋な意味を説教すべきことを痛感して，ヴォル

ムスの国会（1521年）に召喚される以前から「説教のひな形」を提示する計画に着手
し，ヴァルトブルク城の幽閉中も継続され，1522年に「ヴァルトブルク・ポスティレ」
（Wartburg-postille）とか「教会暦ポスティレ」（Kirchenpostille）と呼ばれる『説教集』
が出版された＊ 1。

この説教集はルターによって「最良の書」と言われているが，その特質をここでは説

教自身から捉えるように試みてみたい。先ず「マンスフェルト伯への献辞」と「福音に

何を求め，期待すべきかについての小論」を採りあげる。

（1）「献辞」と「小論」における説教の基本姿勢

ルターは「献辞」の中で「福音とは，神の最も小さい子と神の子のへりくだる物語以外

のなにものでもないのです」と言う。「神の最も小さい子」とはキリストを指している。

この書では最も小さい者や最も若い者が絶えず考慮されているばかりか，当のマンス

フェルト伯のような身分の高い人にも「福音により神の前で己の不評と卑賤さを想起す

ることが必要ですし，他のだれよりもこのことを認識しなければなりませんし，認識す

る必要があるからです」と言う＊ 2。さらに政治的現実の悲惨さに言及し，キリスト者の

受けている迫害がルターに及んでいることを指摘する。「ですから，閣下にすべてを逆

転させ，逆の方向に向かわせる，福音について，再考をお願いしたく存じます。彼らが
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不名誉と呼ぶものが名誉ですし，名誉と呼ぶものが不名誉なのです」＊ 3。

次に「小論」では福音の本質的な要点が簡潔に明示される。「福音は神およびダビデ

の子，死んで，甦り，主になったキリストについての物語（Historia），つまり，これが
福音の要約の主眼点（Summa summarum）である」＊ 4と。またこの福音が正しく認識

されるためには，その中心的な教理として「キリストの賜物と模範」について正しく学

ばなければならない。

「福音の中心的な教理と土台は，キリストを模範として理解する前に，キリストを

受け容れ，あなたに神から与えられた，あなた自身のものである賜物や贈り物と

してそれを認識することである。したがってキリストを見つめ，耳を傾け，彼が

何かを行い，苦しみに耐えること，したがって，このように行い，受難に耐える

キリストご自身があなたのものであることを疑わないことである。ただこれに信

頼して，あなたが同じキリストのようになり，あなたがそれを行ったかのように

なることである。見よ，これこそ福音が正しく認識されることである。これは，

かつていかなる預言者，使徒たち，天使もことばでは表現することができなかっ

た。またいかなる心も賛嘆し，理解できなかった神の満ち溢れるばかりの慈しみ

（die ubirschwencklich gutte gottis）であり，わたしたちへの神の愛の大いなる炎
（das grosse fewr der liebe gottis）である。これにより心と良心（das hertz unnd 
gewissen）は喜び，確実となり，満ち足りる。これがキリスト教信仰が説かれると
いうことである」＊ 5。

ルターは「賜物」と「模範」とを区別する＊ 6。「賜物としてのキリストがあなたの

信仰を養い，あなたをキリスト者にするのだということを考えなさい」。そしてこの賜

物と模範がかけ離れているように，「信仰と行いも同じように遠く離れている。信仰に

は〔信じる人にとって〕特別なものは何もなく，ただキリストの行いと生涯だけしかな

い。行いにはあなた独自の何かがあるが，あなた自身のものとなるのはなく，隣り人の

ものでもなければならない」と説いている。つまり行いは全面的に他者のためになされ

る＊ 7。そこから次のような結論が導き出される。

（1）福音は律法の書ではない。「それゆえ福音書は，本来，わたしたちからわたしたち
の行為を要求する，律法や命令の書ではなく，神の約束の書である」＊ 8。

（2）福音の説教とはわたしたちをキリストの許に連れて行くことである。「なぜな
ら福音を説教することは，キリストがわたしたちのもとに現れて（Christum tzu uns 
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komen），わたしたちをご自分のもとに連れて行くこと（uns tzu yhm bringen）にほか
ならないから」＊ 9。

（3）恩恵の言葉を聞いて信じることが求められ，「喜ばしい交換」（jucunda 
permutatio; fröhlicher Wechsel）が成立する。「キリストがあなたに恩恵を施し，お助け
になるのを信じるならば，キリストはあなたのものになり（szo ist Christus deyn），賜
物（gabe）としてあなたに贈られることは確実である」＊ 10。

（4）福音は生きた「語られた言葉」であって，死んだ書物ではない。「福音は本来書
物でなく，口頭によって語られた言葉でなければならない」（Und evangeli eygentlich 
nitt schrift, szondern mundlich wort seyn solt）。それゆえ「福音は善い知らせ（eyn gutt 
botschafft），善いお告げ（vorkundigung）と名付けられ，口で（mit dem mund）表明
された」＊ 11。

（5）福音は耳から心に入って，信仰によって心中に住み込まねばならない。そのため
には自分の無力を認識し，告白し，自己自身に完全に絶望する心が必要である。

こうしたルターの考えは第一説教「クリスマス前夜ミサのための書簡」でいっそう詳

しく説かれ，福音の全体像がたとえば次のように説かれる。

「見よ，キリストは福音によって耳から心に入り，ここであなたの信仰を通して住

み込むのである。そうすれば，あなたの行いではなく，信仰により心の内に受け入

れた客人によって清く，義しくなるのである。これがいかに豊かな，貴重な財であ

るかを見なさい」＊ 12。

これがキリストが他なる義であるという義認思想の平易な表現である。その際，彼は

キリストに伴われて御霊が到来し，人間を新たに改造することを力説する。「福音が現

れるとき，キリストをもたらし，キリストはご自身とともにその御霊（geyst）をもたら
す。すると人間は新たにされ，信心深くなる。人間の行うすべては，善事であり，怠け

て日を送らない」（同）。

ところでルターはこの時点まで主としてパウロ書簡を講義してきたので，この第一

説教においては使徒書簡と福音書の関連を問題にする。彼は，まず，聖パウロや聖ペテ

ロの書簡を聞いて，福音書を聞いていないと思うのは間違いであって，その際，「書簡」

という名称に惑わされてはならない。それはすべては純然たる福音である，とみなす。

「わたしは聖パウロの書簡においては福音は四人の福音書におけるよりも明瞭にして，

明白であると言っても差し支えない。なぜなら四人の福音書の記者はキリストの生涯
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と言葉を記述したが，これらは彼自身が述べているように，彼に栄光を授ける聖霊の

出現まではまだ理解されていない。しかし聖パウロはキリストの生涯については何も

書いていないけれども，キリストが何故来たのか，人はいかにこれを必要とするか，

をはっきりと表明している（ヨハネ福音書 16・13以下参照）」＊ 13。

そこでルターがどのように福音書を説教として扱っているか第二説教を通して考察し

てみよう。

（2）福音書の説教はどのように行われたか。

第二説教は「クリスマス深夜礼拝の福音書」という表題が付けられ，ルカ福音書二・

一－一四について語られる。彼はこの箇所が史実としていかに明瞭であるかを述べ，字

義的に解釈しはじめる。そして大切なことはこの記事を心中深く刻み込むことであると

説く。

（1）福音を心中深く刻み込む。

「福音はきわめて明白であるから，多くの解釈は必要ではなく，よく考察され，注視

され，心に深く刻み込まれなければならない。太陽は静かな水面にはっきりと姿を

映し，強力に暖める。さらさらと音をたて流れる川ではこのようなことは起こらず，

水も暖められない。それと同じように心を静かに保ち，すべての雑念を念頭から追い

払い，熱心に見すえる者ほどこれを役立てる者はいないであろう。それゆえ，あなた

の心が燃え，啓発され，信心深くなり，喜びに溢れるようになるために，ここであな

たも照明され，暖められ，神の恩恵と奇跡を見て，心静かにして，この姿を心に深く

銘じ続けなさい。そうすれば，あなたは次々に奇跡を見つけるであろう」＊ 14。

そこでルターは福音書に記されている事柄がいかに質素で単純に起きているかを述べ

てから，「わたしたちがキリストを被造物と肉の中へ深く連れ込めば連れ込むほど，キ

リストはますますわたしたちにとって慰めになる」＊ 15と言う。

（2）�信仰とはキリストが「あなたがたのため」（für uns: pro nobis）受難したこと

を信じることを言う（プロ・メ，モチーフ）。

字義的な解釈の後に，歴史的な信仰と主体的な信仰とが区別され，後者だけが説かれる。

「この信仰というのは，この物語が記されているように真実であると，単にあなた

が信ずることではない。というのは，すべての罪人，永劫の罰を受けた者もこれを



43金子春勇　　

信じるから，それはなんの役にも立たない。……〔正しい信仰とは〕キリストがあ

なたのために生まれ，彼のこの誕生はあなたのためであり，あなたのために起こっ

た出来事であることを，あなたが確信することである」＊ 16。

天使の合唱「あなたがたのために大いなる喜びを告げる」でも「あなたがたのため」

が強調される。「ひとりのみどり子がわたしたちに生まれた。ひとりの男の子がわたし

たちに与えられた」（イザ 9・5）を引用してから，プロ・メが三唱される＊ 17。「わたし

たちに，わたしたちに，わたしたちに（unsz,unsz,unsz）生まれ，わたしたちに与えら
れた」と。そしてこの誕生を自分の誕生として誇るべきであると言う。そこからルター

に特有が言葉「あなたがこのように信じるなら，このことは起きる（wilchs geschicht, 
szo du alszo glewbist）」が発せられる。「これがわたしたちの根底（grund）であり，遺
産であり，この上に良い行いが建てられる」＊ 18と付言された。

（3）キリストとの合一の意味

信仰による「キリストとの合一」が「菓子」の比喩によって分かりやすく説明される。

「信仰によってキリストはわたしたちのものになり，愛によってわたしたちはキリ

ストのものとなる。キリストは愛し，わたしたちは信じ，これによってわたしたち

はキリストと一つの菓子となる（da wirt eyn kuch aufz）」＊ 19。

同時期の説教でもルターは「キリスト教的な人間はキリストと共に同じ力をもち，一

つの焼き菓子であり，全生活において彼と共に居住する」（Dann ain Christenmensch 
hat gleich g ewalt mit Christo, ist ain kuch und sytzt mit im in gesampten leben .）と
か「キリストと共に一つの焼き菓子となる」（mit Christus ein Kuch sein）と語ってい
る＊ 20。この種の表現は信仰による一致を言い表すものであり，「あなたがたは今やキ

リストと一つであり，まったく一つの焼き菓子である」（Die weyl Yhr nu mit Christo 
eyns und gar eyn kuche seyt.）＊ 21と説明され，キリストとの合一が焼き菓子と全く同

じであると説いている＊ 22。

この場合，「一つの焼き菓子」という表現は民衆にとって「神秘的合一」を表わすきわ

めて分かりやすい比喩ではあるが，比喩以上の実在性が強調されなければならない＊ 23。

このことはサクラメントにおけるキリストの実在的現臨とも関連しており，物理的な意味

での実体ではないとしても，リアルな現臨とその交わりとが考えられている＊ 24。

（4）信仰と愛という二点だけが強調される。

　「信仰と愛」は「第二の神秘」（mysterium），あるいは「神秘な教え」（heymlich lere）」
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と言われ，教会ではこれが福音として説教されるべきであるという。

「ところで福音はこの二点についてのみ教える。キリストとその模範（Exempell），
二種類の良い行いである。つまり，一つは，キリストに関わるもの，これによっ

て，信仰しているわたしたちは救われる。もう一つは，わたしたちに関わるもの，

これによってわたしたちの隣り人は救われる。この福音とは異なるものを教える者

は，人を誤らせる。福音をこの二点に則って教えない者は，人を誤った方向に導

き，福音なしに教える者より悪い者である。なぜなら，この者は聖パウロが不平を

述べているように（Ⅱコリ 2・17，4・2）神の御言葉を汚し，曲げてしまうからで
ある」＊ 25。

この信仰と愛という両者は『キリスト者の自由』で明瞭に説かれたように内的と外的

に分けて論じられる。キリスト者は「神に対しては内的にわたしたちの良心における信

仰によって，人間に対しては外的にこの世の生活において愛によって平和を創りだした。

こうして彼によって地上の至るところに平和が生まれる」＊ 26。

ところが「自然本性は戒めの言葉に従って行動することしか教えず」，信仰と愛とい

うこの二つの中心的な教えを知性，理性，知恵をもってしても捉えることができない。

ルターはこの説教集を通して信仰と愛を，したがって福音と倫理を二つながらキリスト

教の中心的教えとして第八説教のように繰り返し説き続けているのに，不幸にも当時の

信仰義認に対する誤解のゆえに愛を説かなかったような印象を人々に与えてしまった。

（5）「喜ばしい良心」によってキリスト教的霊性が強調される。

この説教でも「良心」（Gewissen）が「神の前に立つ心」として，したがって「霊性」
として説かれる。なぜなら福音によってわたしたちの心に「喜ばしい良心」がもたらさ

れるからである。

「福音とは何かを考えなさい。つまり，それはわたしたちの救い主，キリストにつ

いての喜びの説教（eyn frolich predigt）である。キリストを正しく宣べ伝えるも
のは，福音と喜びだけを説くのである。キリストが自分のものとして与えられるほ

ど，人の心（hertz）が大きな喜びを感ずることがありえようか。……わたしの心は
それを聞き喜ぶのである。その声は隅々まで行き渡り，快適に響き渡る。仮に何か

他のものが説教されても，福音の天使と天使的な福音の伝道者はこれに触れ〔感得

す〕るであろう」＊ 27。

このように喜ばしい良心が授けられるためにはまず「喜びの説教」を聞かねばならず，
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御言葉の聴聞がわたしたちに喜びを与え，その結果，喜ばしい良心が誕生する＊ 28。こ

の御言葉を聞く受動的な心こそ，霊性の作用を意味する。

（3）パウロ書簡の説教はどのように行われたか。

次に使徒パウロの書簡による説教がどのように行われたのかを考察してみたい。『ル

ター教会暦説教集』には書簡から三つの聖書本文が採用されているが，その中でもガ

ラテヤ書の四章一－七節の第七説教を代表と見て分析する。ルターはこの説教の冒頭の

部分でパウロの神学思想を詳しく叙述する。これは当時の改革以前においては彼の思想

が充分に人々によって理解されていなかったからであろう。パウロの神学の主題として

「信仰義認」と「善い行い」の相違点を挙げ，この対立を「アベルとカイン」の対比に

よって考察する。

「〈神はアベルとその献げ物に目を留められた〉（創 4・4）と言われている。まず神
はアベルという人を見て，その後に献げ物に目を向けられた。人格は前もって，正

しく，気に入られる者であった。その後にその人格のゆえに献げ物を見たのであっ

て，献げ物のゆえにその人格を見たのではない」＊ 29。

このアベルと対比されるのがカインであって，ルターはカインのような行いの人を親

しみを込めながら，理性という自然本性だけで自己満足に陥っている態度を擬人化した

「フルダおばさん」と呼び，こうした自分の誤りを認めない人を「ユンカー（田舎紳士）

のカイン」とか「カインのような聖者」とか，「カイン派」とも呼ぶ。こうした分かり

やすい対比によってガラテヤ書第四章に展開する「奴隷と子ども」との関係を説き明か

す。この説教で注目すべき点をあげてみよう。

（1）奴隷と子どもの区別は心情・良心・根性から来る

ルターの基本的主張は「信仰がわたしたちを子どもや神の子どもとなすのであって，

子となって初めて良い行いがそれに続く」という信仰と倫理によって示される。そして

子どもは奴隷とは異なると説かれる。ここから奴隷と子どもの区別が重要となる。

「使徒は奴隷をわざの聖徒と言い，子どもをキリストを信仰する者と呼び，行いが

なくとも，信仰によってのみ義とされる。わざの聖徒は子どもとその財産の相続者

のように仕えるのではなく，他人の財のための日雇いのような者である。二つの行

いは同じで，一種類であるけれども，これを心情・良心・信仰が区別する」＊ 30。
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律法もこういう「奴隷根性」を暴き出す。「彼らは心の根底では律法に明らかに敵対

している」＊ 31。

（2）カイロスの二義　キリストの身体的な来臨と信仰によるキリストの霊的な来臨

ルターによってカイロスが二義において把握されている。彼はペトロス・ロンバルド

スの解釈を念頭において次のように言う。

「ユダヤ人にとり，この時はキリストの身体的な来臨によって満たされるように，

奴隷状態と律法の行いが終わるという信仰によって人間に啓示されるとき，この時

は日々満たされる。なぜなら，もしそれが信仰のこのような霊的な来臨を引き起こ

さないならば，キリストの身体的な来臨に益はないからである」＊ 32。

ここにルターは「時が満ちる」というカイロスをキリストの身体的な来臨と信仰者に

おける霊的な来臨とに分けており，後者なしには前者は無益であるという。したがって

「キリストの時」は身体的にキリストに現象するが，同時に信仰者の中に霊性に現象し

なければ無益であると説かれる。したがってキリストの受肉という身体的な来臨は同時

にわたしたちにおける霊的な来臨となることが強調され，単なる「歴史的な信仰」（fides 
historica）の無意味性が説かれる。ここに「時」は歴史的な時と主体的な時との二者を
包含する。

（3）霊的自由は「自
じねんほうに

然法爾」として説かれる

パウロが「律法の下にいない」と言うときの自由，つまり福音の下での生活は「律法

への恐れ・強制・必然性からでなく，自由な愛と楽しい気分で善をなし，悪から遠ざか

り，あたかも律法がないかのように，さながら身体が食べたり，飲んだり，消化したり，

吐き出したり，寝たり，立ったり，座ったり，その類の自然の行いをするように，本性

が自己自身からそこへ自然に歩み寄るのである」と説かれる。そのとき

「それぞれがその時，その機会に，自分自身からそれを行い，刑罰を恐れず，報酬

も求めない。……行いがないというのではなく，それどころか，行いに満ちており，

自由で，自ら喜んでする。見よ，このような自由な，自然的な，喜んでする熱意は，

善を行い，悪を避けることで，わたしたちの内にもあることだろう。これは霊的な

自由で，律法からの救いである」＊ 33。

こういう「霊的な自由」の心境は一般に「自然法爾」と呼ばれた心身の状態に等しい

といえよう。それは自己の計らいや作為を捨て，あるがままに身を任せるという意味で，

これを念仏信仰に当てはめたのが最晩年の親鸞であった。一六世紀のキリシタン・バテ
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レンたちが浄土真宗の門徒にこれを見いだして，それを「ルター派の異端」であると決

め付けたのはけだし当然であったといえよう。

（4）「自発的な霊」はキリスト教的な霊性を意味する

ルターはパウロの説く「子たる身分」というのは「自発的な霊」を意味すると終わり

に説く。この霊は「律法からの解放」として信仰者に授けられる。

「それは律法を廃止することによってではなく，自発的な霊（freiwilliger Geist）と
いう賜物によって解放したのである。この霊はすべてのことを，……アダムとエバ

が堕落まえに行っていたように，自然な仕方で行うのである」＊ 34。

律法からの解放は自発的な霊，つまり喜んで実行する霊を授ける。それは信仰によっ

て起こる。そこには大きな変化が起こっていて，意志が不承不承に律法の支配下にある

ことと自発的に律法を行うこととの相違が生じる。ルターはこれを要約して「あなたが

喜んで行うことと，あなたが自然本性的に行うこととは，全く異なるのである」と言う。

この霊的な喜びの状態をルターは「飛び跳ねる」運動によって提示する。これこそ信仰

がもたらす「小躍りする」運動，『マグニフィカト』の中で繰り返された，ルター特有

の言葉で表せば，「欣喜雀躍する」（überschwennglich）運動である。
「心は，神とキリストのうちにあって自由で，喜ばしく，愉快で，作為的にならない

ために，ここで何を抑制したらよいのか。神の愛と賛美をもって歌い，飛び跳ねない

ようにするために，どのようなわざと苦難に会わなければならないのか。だが，もし

このようなことが起こらないとしたら，明らかに信仰に欠陥があることになる。なぜ

なら信仰が増せば増すほど，ますますこのような喜びや自由が増すからである」＊ 35。

ここに「飛び跳ねる」（springen）という信仰の動態は初めに『小論』で語られた「神
の満ち溢れるばかりの慈しみ」（die ubirschwencklich gutte gottis）や「神の愛の大いなる
炎」（das grosse fewr der liebe gottis）＊ 36と表現は異なっていても同じ事態の表明である。

（4）その他の説教における留意点

終わりにその他の説教において留意すべき点をあげてみたい。

（1）第 9説教「四旬節第二主日の福音書」はルターの代表的な説教として有名である。
ここではイエスの厳しい言葉にめげずに，子犬の食べ物をもいただくと語った「カナン

の女の物語」が取り上げられる。この説教でルターは試練の絶望的状況のなかにあって



48　　『ルター教会暦説教集』の研究

も破滅しないでキリストの恵みを捉える信仰を説く。したがって「神に逆らってでも神

に逃れる」（ad Deum contra deum confugere.）＊ 37という『第二回詩編講義』で力説さ

れた基本姿勢が「これは一つの傑作ではないか」＊ 38と具体的な姿で説き起こされる。

（2）第 8説教「公現日後第四主日の書簡」はローマ書第 13章 8－ 10節の講解説教で
あるが，「愛が律法を全うする」ことを説き，ルターが信仰と一緒にいかに愛を強調し

ているかを示す説教である。その冒頭でこう言われる。「この聖書の個所は，信仰の果

実へと促す，戒めの書簡である。聖パウロはここですべてを簡潔に纏めないで，結局，

信仰の果実をすべて愛に含めている」＊ 39。この説教でルターは，カトリック教会の「愛

によって働く信仰」を批判し，愛ではなく信仰が活動的であって，それによって愛がど

のように形成されるかに注目する＊ 40。こうして愛の掟が人間の内に迫ってきて愛の主

体を形成する。それはすべての聖人に優るものであって，聖人の民衆化となり，万人祭

司性の基礎が授けられる。

（3）第 10説教「棕櫚の主日の書簡」はフィリピ書第 2章 5－ 11節を扱っており，キ
リストが人性を摂ったケノーシスの問題が論じられ，キリスト論という教義学的な主題

が扱われている。その際，ルターはキリストの神性と人性とを神の愛のわざとして客観

的に論じながらも，人間がそれを主体的に受け取ってキリストの行為に倣うようにと勧

めている。わたしたちはここにも教義学者ルターの実践的な特質を見ることができる。

注
1）　『教会暦説教集』にはこの他に『家庭における教会暦説教集』があって，クルト・アラント編
『説教集』（Die Predigten）として「ルターのドイツ語選集」第 8巻 1983年に収められている。
なお，実際に行われた説教はYahrespostilleとしてワイマル版に多数蒐集されている。

2）　『ルター教会暦説教集』植田兼義・金子晴勇訳，教文館，2011年，11頁。
3）　ルター前掲訳書，12頁。ルター自身が名誉毀損を受けているので，名誉は実際には不名誉なの
であると皮肉られ，福音は現世と正反対の位置に置かれる。

4）　ルター前掲訳書，15頁。ラテン語の historiaには①探求，②記述，③歴史，④物語，5話の意
味がある。

5）　ルター前掲訳書，16頁。このテキストでは①キリストを受容する，②キリストとなることが強
調される。『キリスト者の自由』のラテン語テキストは「一人のキリストになる」点が強調されて

いるが，ここでも同じ主張が見られる。

6）　同じ時期に書かれていた『ラトムス駁論』では「恩恵と賜物」とが「外的善と内的善」として
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区別され，ルターは「賜物」によってキリスト者の罪が駆逐され，浄められると解釈する。

7）　このエートスが社会倫理の源泉となり，近代社会を創造していく力となった。ルターには倫理
がないという当時から今日に至るまで非難・中傷され続けてきた主張の誤りがここに明示される。

8）　ルター前掲訳書，17頁。ここでは福音が律法から区別される。実際はエーベリングが強調する
ようにこの区別において福音が語られる（G.Ebeling, Luther, 1965, S, 195）。

9）　ルター前掲訳書，18頁。それゆえ福音は出来事の性格を担っている。
10）ルター前掲訳書，18頁。
11）ルター前掲訳書，20頁。後年，ルター派の牧師ヴァイゲルは同じことを「人間と書物」におい
て捉え，「人間が書物に先行し，書物は人間に由来する」（V.Weigel, Ausgewälte Werke, 1977, S, 
370-71）と説いた。

12）ルター前掲訳書，44頁。
13）ルター前掲訳書，43頁。
14）ルター前掲訳書，57頁。
15）ルター前掲訳書，60頁。
16）ルター前掲訳書 63頁。これに続けて言われる。「なぜなら福音は，キリストがわたしたちのた
めに生まれ，すべてのことを行い，（わたしたちのために）お苦しみになったと述べているからで

あり，天使もこれについて〈すべての民に与えられる大きな喜びをあなたがたのために告げる。

なぜなら，今日，あなたがたのために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである〉

と言っているから。この御言葉によって，キリストがわたしたちのために生まれたことをあなた

ははっきりと知るであろう」。

17）このプロ・メモチーフはブルトマン神学の実存論的神学における基本的主張である。
18）ルター前掲訳書，65頁。この「根底」というのはドイツ神秘主義によって，とりわけタウラー
によって頻繁に使われた言葉である。ルターはこれを「霊」として解釈している。金子晴勇『ル

ターとドイツ神秘主義』創文社，2000年，177-185頁参照。
19）ルター前掲訳書，66頁。
20）WA 10III,145,10：WA12,486,1ff
21）WA 12,321,26ff
22）オットーはここから「極めて真面目な意味での実質的合一」を主張する。
23）というのは焼き菓子が小麦粉やバター，砂糖，卵などいくつもの材料を練合わせて造られ，加
えられた素材によっては，またバウムクーヘンのように特定の形を造り出すことによっても，多

様な特色をもたせることができるからである。これによって彼はキリストとの合一によって各自

が独自な形と味わいとを発揮できると考えていたに違いない。

24）金子晴勇前掲書，277-278頁参照。
25）ルター前掲訳書，67-68頁。
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26）ルター前掲訳書，79頁。
27）ルター前掲訳書，70-71頁。
28）「わたしたちに関するかぎり，義認の手順の全体は受動的である。……ここでわたしたちは何も
なすべきではなく，詩篇四五編も警告するように（詩 45・11），耳を開いて，わたしたちに告げ
られていることを信じるというこの一事のほか何も考えてはならない。ただこの聞くことだけが

喜びをもたらす聴聞であって，義認問題でわたしたちが聖霊をとおして実行するのはこのことだ

けである」（ルター『主よ，あわれみたまえ─詩編 51編の講解』金子晴勇訳，教文館，2008年，
138-39頁）

29）ルター前掲訳書，165頁。
30）ルター前掲訳書，172頁。外面的な行動は同じでも，内的な心情が相違する点が指定される。
31）ルター前掲訳書，176頁。「心の根底では」（im Grund des Herzen）という表現はドイツ神秘主
義に由来する。ルターによってこの概念は「霊」（Geist）に置き換えられた。それゆえ彼は続い
て「霊」を使っている。

32）ルター前掲訳書，185頁。
33）ルター前掲訳書，191頁。
34）ルター前掲訳書，192-193頁。「キリストがわたしたちにこのような霊を与え，律法から解放す
るのは，いかにして起こったのか。それは信仰以外の何ものにもよらない。キリストはわたした

ちを贖うために来て，このようなことをすべて行ったのであるから，このことを信じる者は，そ

れだけで確かに救われる。つまりその人が信じる通りに，彼に起きたのである。同じ信仰が……

彼を子とするのと同じ霊をもたらすのである」（同上）。）

35）ルター前掲訳書，197頁。
36）本論文 40頁参照。
37）WA. 5, 204, 21
38）ルター前掲訳書，234頁。
39）ルター前掲訳書，208頁。
40）ルター前掲訳書，223-226頁。それは次の四つの段階を経過する。（1）愛の掟は「あなた自身を
愛しなさいと掟が命ずるとき，愛する人格に近づく。それはもっとも高貴な人格である。人はこの

人格を行いに導くことができる」。（2）「第二は，もっとも高貴な徳，つまり愛〔に近づくの〕であ
る」。（3）「第三は，愛されるべきもっとも高貴な仕事場と貴重な友は隣り人である」。（4）「第四は，
もっとも高貴な例と模範である。これは適切な教えと掟であり，例も呈示している。この掟は正し

い生きた実例を，つまりあなた自身を与えるこの例はすべての聖者の例よりも高貴である。という

のは後者の例は現在では過去のもので，死んだものだからである。ところが，この例は常に生きて

おり，だれもがいかに自分を愛しているかを感じるかを認めなければならないだろう」。



ルターの妻　カタリーナ・フォン・ボラについて

木 村　あ す か

1．はじめに

カタリーナ・フォン・ボラ（Katharina von Bora，1499-1552）はマルティン・ルター
の妻である。カタリーナ・ルター，Lutherinという表記もあるがボラが一般的に用いら
れているため本稿もそれに従う。彼女自身は著作を残してはいない。しかし宗教改革者ル

ターの妻，その子たちの母として，生活を共にするうちに彼に与えた影響や寄与は推定で

きる。書簡中にもルターが彼女に様々な相談をしていたことがうかがわれる。優れた家政

能力ゆえに「牧師の妻の鑑」として称揚されると同時に，かつて修道女でありながら，修

道士であったルターと「結婚」したために糾弾される存在でもあった。

ドイツを中心に欧米においては研究論文だけでなく，彼女を主人公とした小説・映像

作品が近年も発表され続け，1999年には，ドイツで生誕 500年祭も祝われている。し
かし日本では，研究の対象とされて来なかった。その理由のひとつに残された資料の少

なさが考えられる。彼女の書簡が 9通残されているが，ルター宛のものは伝えられてい
ない。三十年戦争で多くの資料が失われ，ルターの書簡，『卓上語録』，同時代の記録な

どからその姿をうかがうしかない。本稿では現存する資料を整理し今後の研究の基礎と

する。

2．年表

1499.1.29. ライプツィヒ近郊，リッペンドルフの貧しい貴族の家に誕生

1504 生母死去　

1505 父再婚，教育のためブレーナ修道院に入る

1509 ニムシェンのマリエントローン修道院（シトー派）に入る

1515.10.8. 修道誓願

（1517 95箇条の提題）
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（1519 ルター，ニムシェン近くの町グリンマで説教）　

1523.4 イースター前夜，他の修道女たちと共にヴィッテンベルクに逃亡

1525.6.13 ルターと結婚　　6.27　公式の祝い　
1526.6.7 長男ヨハンネス（ハンス）誕生

1527.12.10 長女エリーザベト誕生
1528.8.3 エリーザベト死去

1529.5.4 次女マグダレーネ誕生

1531.11.9 次男マルティン誕生

1533.1.28 三男パウル誕生

1534.12.17 三女（最後の子）マルガレーテ誕生
1540 流産による体調不良，ツュルスドルフの地所入手 
1542.9 マグダレーネ死去

1544 ルター，カタリーナのためにエルスター門の地所購入

1546.2.18 ルター死去

 シュマルカルデン戦争のためデッサウ，マグデブルクに避難

1547 再びマグデブルク，ブラウンシュヴァイクに避難

1552.9 ペストのためトルガウに避難，途中馬車事故により負傷

同年 12.20 死去，53歳　12.21 トルガウの聖マリーエン教会に埋葬

3．カタリーナの書簡

① 1539.4.28，ハンス・フォン・タウベンハイム宛，ヴィッテンベルクより，
Thüringisches Hauptstaatsarchiv, Weimar所蔵，カタログ番号ThHStAW,Reg.Aa 
Nr.1635-45, Bl.53-53v. WA Br 8 ; 420f Nr.3328

②  日付なし，プロイセン公妃ドロテア宛，ルター作Geistliche Liederのコピー付，
 ポーランド Torun University Library所蔵，カタログ番号CimⅠ .180.
③  1546.4.2, 義姉妹クリスティーナ・フォン・ボラ宛，ヴィッテンベルクより，

 “Lutherjahrbuch”1（1919）:139-43.
④  a. 1547.2.9，マグデブルクより，b. 1550.10.6，ヴィッテンベルクより，
　  c. 1552.1.8，（ヴィッテンベルクよりと推定）デンマーク王クリスチャン 3世宛， 



53木村あすか　　

Statensrkiver, Rigsarkivet, Copenhagen, Denmark，カタログ番号Regisratur 63.
⑤  1548.9.16.ザクセン方伯モーリッツ宛，ヴィッテンベルクより，Staatsarchiv 

Dresden所蔵 . 
⑥  a.1549.5.29, b.1551.聖ゲオルクの日（4.23.）プロイセン・ホーエンツォレルン－
アンスバッハ公アルブレヒト宛，ともにヴィッテンベルクより，Staatsarchiv Berlin, 
Preussischer Kulturbesitz所蔵 .

4．ルターがカタリーナに宛てた書簡　21 通

（1） 1529.10.4, WA Br 5 ; 153f Nr.1476, マールブルクより
（2） 1530.6.5, WA Br 5 ; 347f Nr.1582, コーブルクより
（3） 1530.8.14, WA Br 5 ; 544f Nr.1682, コーブルクより
（4） 1530.8.15, WA Br 5 ; 545f Nr.1683, コーブルクより
（5） 1530.9.8, WA Br 5 ; 608f Nr.1713, コーブルクより
（6） 1530.9.24, WA Br 5 ; 633f Nr.1725, コーブルクより
（7） 1532.2.27, WA Br 6 ; 270f Nr.1908, トルガウより　
（8） 1534.7.29, WA Br 7 ; 91f Nr.2130, デッサウより
（9） 1537.2.27, WA Br 8 ; 50f Nr.3140, タムバッハより
（10）1540.7.（日付なし）, WA Br 9 ; 167ff Nr.3509, ヴァイマールより
（11）1540.7.10, WA Br 9 ; 171ff Nr.3511, アイゼナッハより
（12）1540.7.16, WA Br 9 ; 174ff Nr.3512, アイゼナッハより
（13）1540.7.26, WA Br 9 ; 204f Nr.3519, アイゼナッハより
（14）1541.9.18, WA Br 9 ; 518f Nr.3670, ヴィッテンベルクより
（15）1545.7.28, WA Br 11 ; 148ff Nr.4139, ツァイツより
（16）1546.1.25, WA Br 11 ; 268ff Nr.4191, ハレより
（17）1546.2.1, WA Br 11 ; 275ff Nr.4195, アイスレーベンより
（18）1546.2.6, WA Br 11 ; 283f Nr.4199, アイスレーベンより
（19）1546.2.7, WA Br 11 ; 286ff Nr.4201, アイスレーべンより
（20）1546.2.10, WA Br 11 ; 290ff Nr.4203, アイスレーベンより
（21）1546.2.14, WA Br 11 ; 299ff Nr.4207, アイスレーベンより
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5．ルターのその他の書簡

ルターはシュパラティン宛書簡で，修道女たちの「逃亡」の経緯について書いている。

また結婚後は，父母，メランヒトン，ヨナス，シュパラティンなどに ,しばしば家族に
ついて書き送っている。家族の動向，交友関係，彼らに対する感情を，ルター自身の記

述を通じて知ることができる。

6．ルターの遺言　1544.2.1,WA Br 9 ; 571ff Nr.3699

7．『卓上語録』（Tischreden）におけるカタリーナ・家族関連記述

①  WA Tr 2 ; 534 Nr.2589 ②WA Tr 3 ; 26 Nr.2847b ③WA Tr 3 ; 456f Nr.3612c 
④WA Tr 5 ; 185ff Nr.5490 ⑤WA Tr 5 ; 189f Nr.5494
⑥WA Tr 5 ; 496 Nr.6117 ⑦WA Tr 5 ; 605f Nr.6328 ⑧WA Tr 6 ; 274 Nr.6927など。

8．カタリーナについての日本語文献

ルターに関する文献，ドイツ女性史などにおいて記述が散見されるが，日本語のまと

まった文献として以下の 3点がある。
（書籍）

・ クララ・デントラー，福山猛訳，『カタリナ・ルター　改革者の妻』，ルーテル社，
1961年 .
・ R・ベイントン，大塚野百合訳，『宗教改革の女性たち』，ヨルダン社，1973年，S.19-

47.
（論文）

・ 鈴本達哉，「カタリーナ・ルター：宗教改革者の妻」，「大正史学」24，S.1-8，1994年 .
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9．カタリーナへの従来の評価と今後の課題

カタリーナの修道院からの「逃亡」は，95箇条の提題から 6年後の出来事である。
当時，死に値する罪であった。反カトリックの政治的表現を「女ながら」行った「英雄

たち」として，ヴィッテンベルクでは熱狂的に迎え入れられたという。ルターの思想を

知ることにより修道院を出たいと願い，実行した彼女たちの決断・行動力は従来あまり

注目されて来なかった。その後この修道女たち全員が結婚した。かつて修道院に入る際，

神に独身の誓いを立てた者たちのこの行動の説明，周囲の評価についても検討したい。

最後まで残ったのがカタリーナだった。画家クラナッハの家で生活していたので，当時

の女性としては珍しく多くの肖像画が描かれたとも言われている。

結婚後，ルター夫妻は元修道院の建物を住居として提供された。彼ら家族のほかに多

くの学生，客人，養い子たちが生活を共にし，食卓を囲み，多いときには 40人を数え
たという。カタリーナは夜明け前に起きてかいがいしく立ち働き，人々は「ヴィッテン

ベルクの暁の明星（Morgenstern）」と呼んだ。地所を購入しみずから経営するカタリー
ナは，「牧師の妻らしからぬ強欲さ」とも，「数十人の食卓をまかなうための内助の功」

とも言われた。彼女に向けられたさまざまなことばから，当時の女性に対しての「かく

あるべき」通念がうかがわれる。

聖職の独身性を遵守するカトリックと異なり，プロテスタントの牧師は伴侶を得て結

婚し，子どもをもうけ，次世代を育成する。ルター一家は両親が子どもを教育する「家

庭教育」，そして「牧師家庭」のモデルとされた。

ルターの家庭生活は，彼の神学に基づきそれを反映したものであり，また彼の神学に

影響を与えるものでもあった。この循環的な営みにおいて，どのようにルターが人間の

生死，生活，男女関係，親子関係などをとらえていたかを探ることは，彼の神学を明ら

かにする助けとなる。

ルターは子どもたちに祈りを教え，コラールを自作しともに歌った。激しい感情の持

ち主である彼らしい，深い愛を注いだ。6人の子のうち娘 2人を生前に失っている。特
に次女マグダレーネが 13歳で死んだことは，一家に深い悲しみを与え，その際の応答
が『卓上語録』に残されている（WA Tr 5 ; 189f Nr.5494）。ルターは子どもの目を通じ
ても「天の国」に思いを巡らせた。
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またルターは，当時「女」という「性」を，罪と結び付けて考えたカトリックと異な

る見解の持ち主であった。修道院で教育を受けラテン語を解するカタリーナ，そして家

族の存在は，ルターの家庭観・女子教育に対する考えに，何らかの影響を与えているの

ではないか。彼は女子教育の重要性・必要性についても記している。カタリーナは，自

己主張をする妻であり，思うとおりにならないルターのさまざまな嘆きやうめきが残さ

れている。しかし同時に「神に与えられた伴侶」として彼女を尊敬し，愛情を表現した

言葉も多い。

現代もなお小説などの主人公として，人々がカタリーナに興味を持つのは，ルターの

意外な姿を彼女とのやりとりにおいて見ることができるからだろう。小説には，かなり

多くの虚構が含まれているし，そうでなくては成立しない。

前述したように残された資料は限られている。しかし，具体的に書簡，『卓上語録』

の記述を検討することによって研究することは可能である。今回は十分に調べることの

できなかった，第三者からのカタリーナ宛書簡についても調査したい。今後，従来注目

されることの比較的少なかったルターの家庭人としての側面と，関係する神学的事項に

ついて考察，紹介していきたい。

参考文献

（書籍）

・ Treu, Martin : Katharina von Bora. Wittenberg : Drei Kastanien Verlag, 1995.
・ Karant-Nunn, Susan C. : Wiesner-Hanks, Merry E. : Luther on Women: A Sourcebook. New 

York : Cambridge University Press, 2003.
・ Jung, Martin H. : Die Reformation Theologen, Politiker, Künstler.　Göttingen : 

Vandenhoeck&Ruprecht, 2008, S.105-112.
・ Jung, Martin H. : Reformation und Konfessionelles Zeitalter（1517-1648） Göttingen : 

Vandenhoeck&Ruprecht, 2012, S.138-152.
・ 日本ルーテル神学大学ルター研究所編『ルターと宗教改革事典』（教文館 ,　1995年）, S.60-62.
（論文）

・ Smith, Janette C. : Katharina von Bora through Five Centuries :A Historiography In：Sixteenth 
Century Journal 30,3 （1999）, S.745-74.
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日本ルター学会規約

第 1条 本会は日本ルター学会と称する。

第 2条  本会はルター及び宗教改革一般の研究の促進，発展，普及を図ることを目的とす

る。

第 3条 本会の事務局は，理事会の定めるところに置く。

第 4条 本会はその目的を達するために次の事業を行う。

 l.毎年一回大会の開催

 2.国内及び外国の関係学術団体との連絡交流

 3.学会誌及び研究論文集の編集発行

 4.研究会，講演会，講座などの開催

 5.共同研究及び研究資料の収集・調査・斡旋

 6.その他必要な諸事業

第 5条  本会の目的に賛同し，会費を納入するものをもって会員とする。入会しようとす

る者は，これを理事会に申し込むものとする。

第 6条 会員を分けて次の二種とする。

 l.正会員　ルター及び宗教改革一般の研究に関心を有する者。

 2.賛助会員　本会の目的に賛同し，その事業を援助する団体法人及び個人。

第 7条 本会に次の役員を置く。

 理事長 一名， 専務理事 一名， 理事 若干名， 監事 若干名

第 8条  総会は年一回，大会の際に開催する。その他必要があれば，理事会の決議によっ

て，臨時に開くことができる。

第 9条  理事，監事は，総会において選出する。理事，監事の任期は二年とし，再選を妨

げない。

第 10条 理事会は総会の決議に従って本会の事業の運営に当たる。

第 11条 理事会は互選により理事長一名，専務理事一名，学会誌編集長一名を選ぶ。

 l. 理事長は本会を代表し，理事会を召集し，理事会の議を経て総会を召集する。

理事引退者は理事会を経て，これを名誉理事とすることができる。

 2.学会誌編集長は編集委員会を組織する。

第 12条 監事は総会の委嘱により，会の事業を監査し，これを総会に報告する。
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第 13条  正会員は年額 4,000円を，賛助会員は年額 4,000円以上（個人），年額 10,000円

（団体法人）を年会費として納めるものとする。但し，学生会員は正会員の半額

とする。

第 14条 本会の会計年度は毎年 4月に始まり 3月に終わる。

第 15条 会員には，学会誌を配布する。

第 16条 本会には必要に応じ，分科会・地方部会を設けることができる。

第 17条  本規約は理事会の提案により総会において出席者の三分の二以上の賛成を得て改

正することができる。

　付則　本規約は 1972年 10月 9 日より実施する。

　　　l. 本規約は 1980年 11月10日改正

　　　2.本規約は 1987年 11月 7 日改正

　　　3.本規約は 1988年 11月 5 日改正

　　　4.本規約は 1989年 11月11日改正

　　　5.本規約は 1998年 11月28日改正
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学会誌編集規定

1.　 本誌は，日本ルター学会の機関誌であり，会員の研究論文，その他研究に関連する記事
を掲載する。

2.　編集委員会は，理事の委嘱を受けた委員長および若干名によって構成する。
3.　委員長は，理事のうちから選任する。
4.　編集委員長および委員の任期は 2年とする。ただし再任は妨げない。
5.　原稿の掲載は，編集委員会の審議を経て決定する。
6.　 掲載予定の原稿について編集委員会は，執筆者との協議を通じ，内容の修正を求めるこ
とがある。

7.　 執筆者による校正は再校までとし，その際大きな修正は原則として認められない。
8.　図版等で多額の費用を要する場合，執筆者に負担を求めることがある。
9.　投稿された原稿は原則として返却しない。

投稿要領

1.　 機関誌への投稿内容は，未刊行のもの，刊行予定でないもの，および他学会に投稿して
いないものに限る。

2.　 論文原稿は，A4版用紙 1頁あたり横書き，横 40文字，縦 30行とし，原則として，注
を含めて全体で 20000字程度（16頁と 20行程度）とする。

3.　論文投稿の締め切りは，同年 3月末日必着とする。
4.　 原稿 2部を編集事務局あてに送付し，さらにword形式の電子媒体 1部を編集事務局あ
てに電子メールにて添付ファイルとして送付するものとする。

5.　論文原稿には欧文タイトルを付すこと。
6.　 論文原稿（原稿および電子媒体）は，氏名（ふりがな，欧文表記），所属（ふりがな，
欧文表記）・職名，自宅住所（郵便番号，電話番号，メールアドレス）を明記した別紙
を添付の上，下記の編集事務局に送付すること。

『ルターと宗教改革』編集委員会
委員長　竹原創一
委　員　金子晴勇
　　　　倉松　功
　　　　江口再起
　　　　菱刈晃夫
編集事務局　〒 154─8515 東京都世田谷区世田谷 4─28─1 国士舘大学文学部 菱刈研究室気付
　　　　　　E-mail:  hishikar@kokushikan.ac.jp  電話 03─5451─8139



　執筆者 　　 所属
金 子 晴 勇 聖学院大学（名誉）
竹 原 創 一 立教大学
菱 刈 晃 夫 国士舘大学
木村あすか 立教大学（学生）

編集後記

日本ルター学会研究年報「ルターと宗教改革」6号（2008-11）を，お届けします。関係方々
に感謝いたします。
本来，今号は学会 40周年記念号と銘打って発行されるはずでしたが，すでに昨年，日本ル

ター学会編訳『宗教改革者の群像』（知泉書館，2011年）が発行されました。それをもって先に
ひとつの一大記念事業を終えたこととし，今号は，学会としての平常の営みを公表する場とさ
せていただきました。ちなみに，2008年には『ルターを学ぶ人のために』（世界思想社）も刊行
されています。さらに，ちょうど今年 2012年には，徳善義和会員による『マルティン・ルター
―ことばに生きた改革者』が岩波新書として出版されました。
ルターと宗教改革の本国ドイツでは，ルターのみならずメランヒトンや，あるいは宗教改革

期に活躍した女性たちなど，これまで比較的マイナーであった宗教改革者や，その周辺に対し
てまで研究視野が広がりつつあります。本学会でも今後，こうした周辺部分について，今まで
あまり取り上げられてこなかったテーマや事象についても，盛んに研究発表がなされることを
期待しています。
人文学はどの国でもじり貧の状態ですが，刹那的な空気が世界全体を覆いつつある現代こそ，
当学会のような地道な研究活動が，より大切になってくると思われます。今後とも，本学会の
ますますの発展のために，ご協力・ご尽力のほど，よろしくお願いいたします。
最後に，欧文校閲につきましては，富田恵美子・ドロテア会員（日本女子大学）にお世話に
なりました。記して感謝いたします。
 編集委員・事務担当 : 菱刈晃夫
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